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研究要旨 

 制約のある教育環境下においても、分べん介助に必要な助産実践能力や技術を習得可能

とする教育内容及び方法を示した教育プログラム案を開発した。 

 教育プログラム原案を作成する場として計 3 回の全体会議を開催し、令和 3 年度の調査

結果等をふまえ意見交換を行い、プログラムの骨子を検討した。教育プログラムの内容は、

シミュレーション教育施設の視察結果を教育プログラムに反映し、分べん介助 10 例のうち

直接分べん介助 5～6 例・シミュレーション分べん介助 4～5 例とした。 

プログラム評価として実習前後の CBT、実習中のルーブリック評価（3・7・10 例終了時

点）、実習後の OSCE を実施することとした。プログラム作成と並行してルーブリック作

成、OSCE 実施要項作成を行った。さらに、プログラム原案について有識者ヒアリングを実

施し、意見を反映して教育プログラム案を確定した。 

対象者を教育プログラム群とコントロール群に振り分け比較する。必要対象者数の算出

には、教育プログラム群の実習後 CBT 結果がコントロール群と比べて劣らないことを示す

非劣性検定(t 検定)に基づいて、それぞれ約 30 名とした。 

令和５年度は本プログラムを実施し、多様な社会情勢下における分べん介助に必要な助

産技術習得のための教育プログラムの評価を行う予定である。 

研究分担者 

浅見恵梨子（甲南女子大学） 

和泉美枝 （同志社女子大学） 

谷口千絵 （神奈川県立保健福祉大学） 

野原留美 （香川大学） 

藤井宏子 （岡山大学） 

松﨑政代 （大阪大学大学院） 

眞鍋えみ子（同志社女子大学） 

宮川幸代 （同志社女子大学） 

渡邊典子 （新潟青陵大学） 

渡邊浩子 （大阪大学大学院） 
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A. 研究目的

本研究の目的は、限られた教育環境下に

おいても、分べん介助に必要な助産実践能

力や技術を習得可能とする教育内容及び方

法を示した教育プログラム案を作成するこ

とである。 

B. 研究方法

１．教育プログラムの骨子と原案の作成 

 教育プログラムとは、制約のある実習状

況下で直接分べん介助 10 例が困難な場合

でも、同等の助産実践能力・技術が習得でき

る分べん介助実習プログラムのことである。

3 回の全体会議の場を持ち、教育プログラ

ムの骨子を議論し原案を作成した。

1 回目：令和 4 年 4 月 29 日（金）・30 日

（土）同志社女子大学 今出川キャンパス 

2 回目：令和 4 年 6 月 2 日（金） 

zoom 会議 

3 回目：令和 4 年 6 月 12 日（日） 

同志社女子大学 今出川キャンパス 

議論では、臨地実習でしか学べないもの

と学内演習で可能なもの、実習で技術教育

にどこまで求めるか（助産所や海外でのハ

ンズオフ介助の状況）、分べん第１期の学び

の重要性、帝王切開分娩を例数に含めるか、

各教育機関によって演習内容や評価基準が

多様である現状、学内演習における臨床推

論や OSCE(Objective Structure Clinical 

Examination)の有効性等の意見があった。

これらの議論や令和 3 年度の調査結果をふ

まえて、教育プログラムの骨子を以下のよ

うに考案した。 

①経験する分べん介助例数は指定規則に則

って10例程度とし、内訳は直接介助が5例、

それ以外が 5 例とする。 

②直接介助以外でシミュレーション等によ

り教育を補完して１例とみなすのは、分べ

ん介助の受持ち同意を得た産婦で、分べん

第 1 期のケアが実施できた場合とする（分

べん第 2 期以降が時間外などで介助できな

かったケース）。 

③帝王切開分娩は例数に含めない(シミュ

レーションは経腟分娩の情報をふまえて行

う必要があるため)。 

④実習前準備教育を行って実習に臨む。

⑤開始前の CBT を行う。

⑥統一した評価表（ルーブリック）を新たに

作成し、10 例中 3 回の形成評価を行う。 

ルーブリック評価結果は学生に都度フィー

ドバックすることで、学生の意欲を向上さ

せ主体的な学習に繫げることが期待できる。 

⑦実習後（10 例介助後）に到達度評価を行

う（CBT、OSCE）。 

2. ルーブリック評価表の開発

教育プログラムの評価にルーブリックを

取り入れるために、本研究班にて分べん介

助技術に関してルーブリックの概略をとり

まとめ、有識者 2 名からルーブリックにつ

いての説明と作成中のルーブリックについ
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て助言を得た。 

ルーブリックは、「保健師助産師看護師学

校養成所指定規則」および「看護師等養成所

の運営に関する指導ガイドライン」に基づ

き作成した。ルーブリックの構成要素は、

「別表 12 助産師の求められる実践能力

と卒業時の到達目標」および「別表 12－2 

助産師教育の技術項目と卒業時の到達度」

の分べん介助に関する項目である。 

 別表 12 については、正常な分べん介助に

係る項目且つ分娩期に実施可能な項目とし

て，中項目 D.正常分べんの中から 7 項目を

採用し、評価項目とそれぞれに該当するチ

ェックポイントを検討した。別表 12－2 に

ついては、「項目 2 分べん進行の診断に係る

手技」2 課題、「項目 3 分べんに介助にかか

る手技」14 課題から構成した。 

臨地実習の場で活用するために、別表 12、

12－2 を基に作成した２つのルーブリック

を分べん介助の進行にそって統合した。（分

担報告書 研究１） 

3．教育プログラム評価用 OSCEの作成 

教育プログラムの最終段階として、実習

後に分べん介助に必要な助産実践能力、技

術の習得状況を評価するため、OSCEを実施

することとした。 

「看護師等養成所の運営に関する指導ガ

イドライン」の別表12「助産師に求められる

実践能力と卒業時の到達目標別表」や、別表

12-2「助産師教育の技術項目と卒業時の到

達度」、実習前OSCE課題（全24項目）を参考

に、研究者間で検討を重ね、学修評価項目、

OSCE課題、OSCE評価表を作成した。 

さらに、OSCEを受験する学生数、OSCEを実

施する大学の設備状況、受験するOSCEの課

題数、OSCEの実施時間、模擬患者や評価者の

養成に要する時間などを考慮し、OSCE実施

要項を作成した。（分担報告書 研究２） 

4．シミュレーション教育に有効な最新機器

を導入した海外の教育施設の現地視察 

シミュレーション教育で学べるもの、助

産教育への適合性等を調査し、教育プログ

ラムの内容に反映させることを目的に、視

察候補先を選定した。（分担研究報告書 研

究３） 

5．教育プログラム原案についての有識者へ

のヒアリング調査 

 助産師および産婦人科関連の学会・職能

団体および教育関係の有識者 6 名に、作成

した教育プログラム原案の実施可能性、妥

当性を明らかにするために実施した。（分担

研究報告書 研究４） 

C. 研究結果

１．教育プログラム案の作成 

上述の方法に沿って研究を進め、最終的

に教育プログラム案を確定した。 

１）研究参加者

 分べん介助実習を 1 例目から履修する学

生で、自由意思で研究参加に同意した者。 

2）教育プログラム群とコントロール群
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 本研究では、実習施設等の条件によって

直接分べん介助で 10 例の獲得が困難であ

り、分べん介助シミュレーションの組合せ

が予想されるものを教育プログラム群とす

る。一方、直接分べん介助で 10 例の獲得

が可能なものをコントロール群とする。 

3）必要研究参加者数の決定

直接分べん介助 5～6 例＋分べん介助シ

ミュレーション 4～5 例であった学生の実

習後の「マタニティケア」に関する知識

が、直接分べん介助 10 例であった学生と

比べて劣らないことを示す非劣性検定(t 検

定)に基づいて対象者数を算出した。 

マタニティケアに関する知識の測定に

は、医学教育の共用試験を参考に、村上ら

（科学研究費補助金基盤研究（Ｂ）20Ｈ

04001：「助産師教育における実習生の質

保証のための助産学共用試験の実用化と認

証システム開発」）が開発した助産師教育

における実習生のための助産学共用試験

（助産学 CBT ）のマタニティケア問題の

得点を用いた。結果、サンプルサイズは各

群 29 名となった。このことから、教育プ

ログラム群、コントロール群とも約 30 名

を必要な研究対象者数とした。 

4）教育プログラムの評価と測定用具

教育プログラム群とコントロール群の分

べん介助に必要な助産実践能力や技術を評

価するため、実習前 CBT、実習中のルー

ブリック評価(分べん介助 3 例終了時、7 例

終了時、10 例終了時)、実習後の CBT と

OSCE とした。なお、実習施設によっては

9 例介助して到達度が問題なければ 10 例

目を介助できないこともあり、その場合は

9 例終了時点でルーブリック評価を実施す

ることとした。 

① CBT

本研究では、「望ましい助産師教育にお

けるコア・カリキュラム 2020（全国助産

師教育協議会､2020）」をもとに開発された

前述の（科学研究費補助金基盤研究（Ｂ）

20Ｈ04001：「助産師教育における実習生

の質保証のための助産学共用試験の実用化

と認証システム開発」）の助産学 CBT を用

いて助産師教育における基本的知識を問

う。 

②ルーブリック評価

本研究では、厚生労働省「看護師等養成

所の運営に関する指導ガイドライン」別表

12「助産師に求められる実践能力と卒業時

の到達目標と到達度」、及び別表 12-2「助

産師教育の技術項目と卒業時の到達度」の

分べん介助に関する項目をもとに作成した

ものを用いて評価する。評価は教員が行う

が、産直実習等では分べん介助実習の指導

助産師が行っても差し支えないとする。 

③OSCE

本研究では分娩期のアセスメントを含め

た課題に限定し、研究参加学生が属する教

育機関の教員以外の第三者が行う。 

5）シミュレーションを用いた分べん介助

1 例の考え方 
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 直接分べん介助を想定して受け持ってい

たにも関わらず、分べん第 2 期以降の助産

過程の展開・助産ケアの実施ができなかっ

たケースについて、事例演習やシミュレー

ション教育等を組み合わせた分べん介助シ

ミュレーションを行ったものとした。具体

的には、産婦から学生受持ちの同意を得て

いること、分べん第 1 期の助産診断・助産

ケアの実施ができていること、分べん介助

シミュレーションは、その後の経腟分娩の

情報をふまえて分べん第 2～4 期を行うこ

ととした。分べん介助シミュレーションに

は教員と可能であれば指導者が入り、教育

効果の点からもできるだけ翌実習日に行う

こととした。 

6)教育プログラムの構造

教育プログラムの構造は以下となる。ま

た、教育プログラムの流れを図１に示す。 

【実習前】 

①各教育機関で分べん介助実習に必要な準

備教育を行う。 

②CBT を行い、実習前のマタニティケア

知識の状況を確認する。 

【実習中】 

①分べん介助実習を行う。直接分べん介助

ができなかった時は、適切な方法で分べん

介助シミュレーション実習を行う。 

②3 例終了後、7 例終了後、10 例(9 例)終

了後にルーブリック評価を実施する。評価

内容は学生にフィードバックする。 

【10 例終了後】 

①CBT を行う。

②OSCE に参加する。

7)倫理的配慮

本研究は研究者が教員であり研究参加者

が学生であることから、研究協力への強制

力が働かないようにするため、研究協力は

自由意思であり、参加の可否が成績に影響

しないことを保証した。また、研究倫理相

談窓口を設けた（神奈川県立保健福祉大学

内）。対象学生には ID を付与し、個人が特

定されないようにした。これらのことは教

育機関ごとに、担当者が学生に直接説明す

る場を設けることとした。 

 なお、本研究プログラムの実施は、神奈

川県立保健福祉大学研究倫理委員会の承認

を得ている（承認番号：保大第 5-22-39）。 

2．OSCE 実施要項の作成 

 2023 年度の実習後に行う OSCE の実施

要項を作成した。時期は令和 6 年 2 月下旬

で、場所は同志社女子大学である。研究参

加学生が参集して行う、客観的・合同での

OSCE となる。10 例介助後の到達度を測

るものとして、場面設定は分娩期の陣痛の

観察と、破水時の観察の 2 場面を作成し

た。教員評価表（18 項目）、評価項目、評

価マニュアル（評価者用）、模擬患者対応

マニュアルも要項内に含めた。概略評価の

区分は 1（明らかに不合格）～6（優れて

いる）の 6 段階としている。また、概略評

価で 1 か 2 の場合は、コミュニケーショ
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ン、手技、過度の緊張、医療安全・危険な

行為、その他を評価する。 

3．実施マニュアルの作成（資料１） 

 研究協力校に提示する実施マニュアルと

して、「助産技術習得のための教育プログ

ラム評価研究」実施マニュアルを作成し

た。内容は、研究テーマ、研究目的、教育

プログラムの概要（プログラムの流れ、評

価の流れ、研究対象者、方法・評価指

標）、研究参加の流れ（実習開始前に行う

こと、実習中に行うこと、実習後に行うこ

と）、謝礼、実施に関する Q&A（12 項

目）とした。 

D. 考察

1．助産技術習得のための教育方法

Covid-19 の影響によって臨地実習が制

限され、その一部がオンライン実習や学内

でのシミュレーション教育に置き換わるこ

とを余儀なくされている。そのような中

で、学内実習やオンライン実習も創意工夫

によって一定の教育効果のあることが多数

報告されてきた(西本他、2022；早瀬他、

2021；益田他､2020)。シミュレーション

教育は、模擬的な環境の中で、学習者と患

者双方の安全が保証され効果的に技術訓練

ができる方法として、その有効性は世界的

に実証されている(阿部、2016)。シミュレ

ーション教育は決して緊急避難的な対応な

どではなく、助産教育などの技能・技術の

育成を求められる教育では効果的な学習の

場を創造できる方法なのである。特に近年

は、人材育成法や新しい学習法としてブレ

ンド型学習(Blended Learning)という概念

が注目されてきた。ブレンド型学習とは、

複数の手法をブレンドして新しい学びを構

築することであり、この学習法は学習効果

を最大化しパフォーマンス向上に繋がると

されている(Christensen et al.,2008)。本

研究における教育プログラムもこの考え方

に基づくとブレンド型学習に該当すると思

われる。ブレンド型学習では、どこにデジ

タル/バーチャル教材を組み入れるかは多

様であり、学習目標に応じて授業設計をす

ることが重要とされている

(Garrison&Vaughan,2008)。本研究におけ

る教育プログラムでは分べん第 2 期以降の

シミュレーション教育の質の担保が最も課

題となると考えられる。分べん介助シミュ

レーションは臨地で行うことを前提として

いる。臨地実習は若手教員が従事すること

が多いため、教員の教育力の育成も課題と

なってこよう。一方、分べん介助技術の習

得には精巧なシミュレータ（実際の分娩機

転に近いもの）が理想的だが、どの教育機

関も揃えられるわけではない。分べん介助

技術習得のゴールをどれくらいに置くのか

も今後の検討課題と考えられる。この他、

教育プログラムで採用した直接分べん介助

5 例、分べん介助シミュレーション 5 例と

いう配分の妥当性も明らかにしていく必要
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がある。また、実習前の学内での準備教育

は各教育機関に任せているが、プログラム

の検証結果によっては、学内演習の内容を

ある程度均一化していくことや実習前

OSCE の導入も考えていく必要があるだろ

う。 

2．ハイリスク分娩、帝王切開分娩への対

応力習得の課題 

本研究における教育プログラムでは、分

べん介助の対象は指定規則に則ったもので

あり、ハイリスク分べんや緊急帝王切開と

なったものは含めていない。しかし、昨今の

ハイリスク分べんの増加を考慮すると、ハ

イリスクへの基礎的な対応力は必要である。

帝王切開分べんに関しては、本研究班の令

和 3 年度調査においても、受け持ちの産婦

が緊急帝王切開になった場合は相応の学び

をしているため、1 例に含めるほうがよい

という意見が 35％であった。ハイリスク分

べんや帝王切開分べんの対応力の習得は今

後の課題である。そのためには基礎教育終

了時に必要な分べん介助の実践能力とはど

ういうものであるかの議論が必要である。 

E. 結論

限られた教育環境下においても、分べん

介助に必要な助産実践能力や技術を習得可

能とする教育内容及び方法を示した教育プ

ログラム案を作成した。
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1 

1 研究テーマ 

助産技術習得のための教育プログラムの評価 

2 研究目的 

 本研究では実習施設や分べん数の確保が困難等の限られた教育環境における技術教

育の方法を検討するために作成した「助産技術習得のための教育プログラム」の評価

を行います。 

3 教育プログラムについて 

 本研究の教育プログラムとは、助産学実習開始前の学生に対して自学での実習準備教育

の後、助産学実習において「受け持ち産婦に対する助産過程の展開・助産ケアの実施」に加

え、「直接介助 5～6 例・分べん介助シミュレーション 4～5 例」を行うことです。 

3-1.教育プログラムの流れ（図１）

教育プログラムにおける分べん介助実習は、10 例の分べん介助のうち 5～6 例が直接介

助となります。実習の状況は多様であるため、10 例における直接介助事例とシミュレーシ

ョン事例の順序は問いません。 

図１ 教育プログラムを実施した助産学実習の流れ 

3-2. 教育プログラム評価の流れ（図２）

本研究では、教育プログラム群とコントロール群の両群において、実習前共用試験

（Computer-Based Testing；以下、CBT）、3 例終了時①Rubric 評価、7 例終了時

②Rubric 評価、10 例終了時③Rubric 評価、実習後 CBT・Objective Structure Clinical

Examination（以下、OSCE）を行い、教育プログラムを評価します。
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図 2 教育プログラムの評価の流れ 

3-3.研究対象者

1）教育プログラム群 

  助産学実習において、実習時間が限定されるため産婦の受持ちを中断せざるを得ない

事例や、産婦 1 名を 2 名の学生で受持つため分べん介助ができない事例が比較的多い助

産師学校養成所の学生で、自由意思により研究協力を表明した者（35 名程度）。 

2）コントロール群 

  安定的に 10 例の分べん介助が確保されており、実習期間を延長せずとも確実に実習が

終了できる助産師学校養成所の学生で、自由意思により研究協力を表明した者（35 名程

度）。 

3-4. 方法・評価指標について

評価指標は、教育プログラム群とコントロール群の両群における実習前 CBT、分娩介

助 3 例終了時、7 例終了時、10 例終了時の各 Rubric 評価、実習後 CBT・OSCE としま

す。

1）CBT

コンピュータを活用して受験する方式のテストで、場所や時間にとらわれず受験でき

ます。本研究では、助産師に期待される能力を教育内容「望ましい助産師教育におけるコ 

ア・カリキュラム 2020（全国助産師教育協議会，2020）」をもとに開発された助産師教 

育における基本的知識を問う CBT を用います。 

2）Rubric 評価

学習の達成度を測るための評価方法の一つで、テスト形式での方法では評価が難しい

観点を適切に評価することができます。本研究では、厚生労働省「看護師等養成所の運営 

に関する指導ガイドライン」の別表 12「助産師に求められる実践能力と卒業時の到達目  

標と到達度」、および別表 12-2「助産師教育の技術項目と卒業時の到達度」をもとに作成

した Rubric 表を用いて評価します。 

3）OSCE

判断力・技術力・マナーなど実際の現場で必要とされる臨床技能の習得を、適正に 
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評価する方法です。本研究では分娩期のアセスメントを含めた課題に限定し、第三者が実

施します。 

4 研究参加の流れ（教育プログラム群・コントロール群ともに同じ） 

4-1.実習開始前に行うこと

1）研究対象者（学生）の承諾を得る。 

 対象学生には ID を付与します。ID は研究を通じて使用します。 

2）臨地実習開始前の CBT 受験 

自校での準備教育終了後、臨地実習前に CBT を受験させてください。学校で集合して

受験しても、自宅で個別に受験しても構いません。受験には PC を使用してください。受

験時期の目安は実習開始前１か月間のどこかでお願いします。 

4-2.実習中に行うこと

1）3 回の Rubric 評価の実施 

  教育プログラム群・コントロール群ともに、3 例終了後、7 例終了後、10 例終了後に教 

員による Rubric 評価を行い学生にフィードバックしてください。 

  Rubric 評価は分娩介助実習終了後、日数をあけず速やかに実施をお願いします。 

2) Rubric 結果の入力と返送方法

Rubric 評価の結果は所定のフォーマットに入力いただき、3 回目の Rubric 評価入力後

に USB をご返送ください。 

入力フォーマットは USB に入れて研究実施前に窓口教員あてに郵送いたします。 

4-3.実習後に行うこと

１）CBT 受験

学生に CBT を受験させてください。学校で集合して受験しても、自宅で個別に受験し

ても構いません。受験には PC を使用してください。 

２）OSCE への参加

参加全学生に同志社女子大学（京都府京田辺市）に集合していただき OSCE を実施し

ます。日程は 2024 年 2 月（国家試験終了後）～3 月の土日 2 日間を予定しています。 

このうちご都合のよいほうに参加していただきます。交通費はこちらで負担致します。 

5 謝礼等について 

Rubric 評価及び入力手数料として、学生 1 人当たり 3,000 円を窓口教員の口座にお支

払いいたします。 
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学生には実習前後 CBT、Rubric 評価 3 回、実習後 OSCE のすべてに参加していただ

いた方に、一人 5,000 円分のクオカードを進呈します。 

6 実施に関する Q＆A 

本研究の実施に関する Q＆A をまとめました。参考にしてください。 

Q1. 実習前の準備教育は通常、自校で行っている内容でいいですか？ 

A. 分べん介助実習を履修するために必要な内容であればそれで結構です。

Q2. 実習前 CBT は実習開始のどれくらい前に行う必要がありますか？ 

A.実習開始前 1 か月くらい間のどこかで受験させてください。CBT は実習前後にあり

ます。受験漏れがないよう各校の教員で責任者を立てる等の対応をお願いします。

Q3. CBT の結果は学生に返却されますか？ 

A.結果は受験者に返却されます。

Q4. Rubric 評価を行う時期はいつですか？ また、実習施設の指導者が評価することは認

められますか？ 

A. 原則、教員が分べん介助実習当日にしてください。少なくとも次の分べん介助実習

までにお願いします。

教員が常時実習施設にいない場合は、実習施設の指導者が Rubric 評価をつけても

かまいません。

Q5. 研究終了後に、自校の学生の Rubric 評価や OSCE の結果を知ることはできますか？ 

A.今回の研究で得られたデータは個人や個々の教育機関が特定されないように統計処

理し、本研究終了後に研究成果報告として協力校にお返し致します。また、各教育機

関の個別の状況は結果としてお返しいたします。

Q6. 1 例とみなすことのできる「分べん介助シミュレーション」のイメージがつきません。

もう少し説明してください。 

A. 直接分べん介助を想定して受け持っていたにもかかわらず、分娩 2 期以降の助産過

程の展開・助産ケアの実施ができなかったケースについて、事例演習やシミュレーシ

ョン教育等を組み合わせた分べん介助シミュレーションを行うことによって、直接

分べん介助実習と同様の学習経験を担保しようとするものです。

具体的には、①産婦から学生受け持ちの同意を得ていること、②分娩 1 期の助産

過程の展開・助産ケアの実施を経験していること、③分べん介助シミュレーションは

その事例をふまえ分娩 2～4 期を想定して行うことです。 
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Q7.教育プログラムの中で、分べん介助シミュレーションをどのように実施していけばよい

ですか？ 

A.原則、次の分べん介助実習までにシミュレーションを実施してください。期間を空け

て実施したり、何例か貯めて一度に実施することは教育効果的に望ましくなく

Rubric 評価にも影響するのでおやめください。 

Q8．プログラムの分べん介助が 10 例獲得すれば実習も終了となりますか？ 

A. 本教育プログラムの対象となるのは 10 例ですので、10 例獲得後に Rubric 評価を

実施してください。その後に貴校の所定の実習期間が残っていればそのまま実習を

継続してください。直接分べん介助ができる状況であれば指定規則の通り、 直接

介助 10 例を目指してください。また、実習終了後に貴校の到達度に達していない

学生には補習をするなど、通常通りの対応をとってください。

Q9.  教育プログラム群の場合、直接分べん介助事例が 10 例の中で偏る場合（最初に集中

する、あるいはその逆）はどうなりますか？ 

A. 実習の状況は多様であるため、直接介助事例が何例目になってもかまいません。

そのままプログラムを継続してください。例えば、なかなか分べん直接介助ができず

最初の 3 例がすべて分べん介助シミュレーションとなる学生もいると思います。そ

の場合でもそのままプログラムを継続してください。

Q10. 教育プログラム群の場合、直接介助例数が 5～6 例以上になった場合はどうなります

か？ 

A. そのまま最後までプログラムを継続してください。

Q11.  実習開始後に分べん獲得の状況によって、教育プログラム群からコントロール群に

変更（その逆も含む）はできますか？ 

A. 原則、途中からの群変更はできません。

Q12．研究協力期間中、教育プログラムの進め方や評価の方法等について研究責任者に  

相談や助言をもらうことはできますか？ 

A. 各協力校に対し研究チームで対応係を決めております。その者に随時ご相談くださ

い。

本研究に関連した開示すべき COI はありません。 
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令和 4年度 厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

分担研究報告書 

研究１：助産技術習得のための教育プログラム評価用ルーブリックの開発 

Development of a rubric for evaluation of educational programs for midwifery skills 

acquisition 

研究代表者 村上明美 （神奈川県立保健福祉大学） 

研究分担者 宮川幸代 （同志社女子大学大学院） 

藤井宏子  （岡山大学大学院） 

谷口千絵 （神奈川県立保健福祉大学） 

浅見恵美子（甲南女子大学） 

和泉美枝 （同志社女子大学大学院） 

野原留美 （香川大学大学院） 

松﨑政代 （大阪大学大学院） 

 眞鍋えみ子（同志社女子大学大学院） 

    渡邊浩子 （大阪大学大学院） 

 渡邊典子 （新潟青陵大学） 

研究要旨 

 本研究では、助産技術習得のための教育プログラムの評価のためのルーブリックを開発

した。 

ルーブリックは、ある課題をいくつかの構成要素に分け、その要素ごとに評価基準を満た

すレベルについて詳細に説明したものである。すでに、大学教育にも取り入れられて、看護

学実習においても適用されている。 

 助産技術習得のための教育プログラムの開発と並行して、令和 4年 4月 29日・30日に本

研究班にてルーブリックの概略をとりまとめた。有識者 2 名からルーブリックについての

説明と作成中のルーブリックについて助言を得た。 

 本研究のルーブリックは、「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」および「看護師等

養成所の運営に関する指導ガイドライン」に基づき作成した。ルーブリックの構成要素は、

「別表 12 助産師の求められる実践能力と卒業時の到達目標」および「別表 12－2 助産師

教育の技術項目と卒業時の到達度」の分べん介助に関する項目である。 

 別表 12については、正常な分べん介助に係る項目且つ分娩期に実施可能な項目として，

中項目 D.正常分べんの中から 7 項目を採用し、評価項目とそれぞれに該当するチェックポ

イントを検討した。別表 12－2については、「項目 2分べん進行の診断に係る手技」2課題、

「項目 3分べんに介助にかかる手技」14課題から構成した。 

臨地実習の場で活用するために、別表 12、12－2を基に作成した２つのルーブリックを分

べん介助の進行にそって統合した。
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A. 研究目的

本研究の目的は、助産技術習得のための

教育プログラム評価用ルーブリックの開発

することである。 

B. 研究方法

１． ルーブリック作成までの経過

１）ルーブリックの試作

日時：令和 4年 4月 29日(金)・30日（土）

場所：同志社女子大学今出川キャンパス 

 全体会議において、教育プログラムの評

価のためにルーブルックを使用することと

試作した。別表 12は前半と後半の 2班、別

表 12－2 の 1 班の 3 班を構成し、各班で作

業を開始した。 

２）有識者からの講義と助言

（1）テーマ：ルーブリック入門～時短・ブ

レにくい・公平な評価方法～

講師：浦田悠氏 大阪大学スチューデント・

ライフサイクルサポートセンター（SLiCSセ

ンター）特任准教授

日時：令和 4年 6月 28日（火） 

17：00～19：00 

方法：zoom会議  

内容は、ルーブリックの定義、要素（課題、

評価観点、評価尺度、評価基準）、種類（課

題ルーブリック、科目ルーブリック、カリキ

ュラムルーブリック、機関ルーブリック）、

活用とその範囲、作成・使用上の留意点、作

成手順、作成と改善であった。このうちルー

ブリックの 4 要素は、①課題：課題の内容

を記載、②評価観点：当該課題に必要なスキ

ル、③評価尺度：各スキルのレベルを示す標

語、④評価基準：観点と尺度によって規定さ

れるスキルの具体的な記述である(Stevens，

2013/2014)。 

（2）テーマ：看護学実習に役立つルーブリ

ック作成方法 

講師：北川明氏 順天堂大学  

保健看護学部 教授 

日時：令和 4年 7月 14日（木） 

18：00～20：00 

方法：zoom会議  

内容は、看護学実習での活用に焦点化し

たルーブリックの必要性、構造、評価の方

法、採点とフィードバック、授業改善、具体

的な作成方法、ルーブリックの課題であっ

た。ルーブリック作成においては、目標の表

記と評価を切り離しができないため、適正

な評価のためには具体的かつ測定可能な行

動や行動動詞を用いる必要がある。目標の

記述に用いる行動動詞の例として、教育目

標分類（タキソノミー）の認知領域、情意領

域、精神運動領域からの説明があった。 

３）ルーブリックのとりまとめ

日時：令和 4年 9月 6日（火） 

方法：zoom会議 

別表 12 の前半後半統合版および別表 12

－2提示する。その後、ブラッシュアップの

ために作業した。 

４）ルーブリックのプレテスト
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 助産学生を対象に実習前分娩期 OSCE 時、 

分娩介助シミュレーション時の 2 回に分け

て実施した。 

1回目：実習前分娩期 OSCE 

日程：令和 4年 12月７日（水）同志社女子

大学 

2回目：分娩介助シミュレーション 

日程：令和 5年 3月 2日（木）大阪大学 

５）ルーブリック完成

 令和 5 年 3 月 4 日（土）ルーブリック最

終版が完成した。 

２． 別表 12 助産師に求められる実践

能力と卒業時の到達目標 

1）分べん期の助産診断 範囲の選定

別表 12 の実践能力Ⅱ.マタニティケア能

力のうち，中項目 D.正常分べんに示された

小項目から，本研究の目的および研究方法

に照らし，項目を抽出した。正常からの逸脱

に係る項目と分娩期に実施困難な項目を除

外した結果，は対象外とした結果，小項目

No.11「分べん開始を診断する」から No.17

「出生直後から早期母子接触・早期授乳を

行い、愛着形成を促す」までの 7 項目を採

用した。 

2）分べん期の助産診断 到達度の検討

上記 1）で決定した小項目の到達度を具体

に示す評価項目，次いでチェックポイント

を検討した。小項目よりも評価項目，保床項

目よりもチェックポイントの方が具体的な

内容が示される構造となっている。No.11の

「分べん開始を診断する」を例に挙げる。評

価項目は「分べん開始の判断をするための

情報収集」「分べん開始時間の査定」の 2項

目で表されている。これらを実施できてい

るのかを確認するために 5 つのチェックポ

イント「分べん経過記録から子宮収縮や内

診結果についての情報を得た（入院時以外）

「産婦の状態や主訴から陣痛の発作・間欠

の持続時間、強さ、産痛部位を観察し，述べ

た」「CTG所見（装着時）から陣痛の発作・

間欠の持続時間を読み取った」「分べん開始

の定義にそって観察項目を述べた」「分べん

開始の観察項目を統合して分べん開始時間

を述べた」を挙げた。チェックポイントは行

動レベルで表記した。またチェックポイン

トの数は，評価の明確性と利便性を勘案し 5

～6項目になるよう作成した。 

３． 別表 12－2 助産師教育の技術項目

と卒業時の到達度 

1）助産技術習得の範囲

別表 12－2 の「項目 2 分べん進行の診断

に係る手技」および「項目 3 分べんに介助

にかかる手技」とした。一方、「項目 4異常

発生時の母子への介入に係る手技」は、指定

規則において「原則として、取り扱う分べん

は、 正期産・経膣分べん」であることから

含めなかった。 

2）助産技術習得の到達目標と技術項目の作

成 

別表 12－2 助産師教育の技術項目と卒業

17



時の到達度をルーブリックの要素に基づき、

到達度の解釈と各技術項目を作成した（資

料 1）。ルーブリックの 4 要素の①課題は、

技術の種類に該当した。 

例として、「項目 2分べん進行の診断に

係る手技」の①課題は「技術 8：分娩監視

装置の装着」であり、到達度を『指導者の

助言や手添えなしに、分娩監視装置を産婦

に装着し適切にモニタリングできる』とし

た。つぎに②評価観点を１）必要物品の準

備、２）対象の状況に応じた実施、３）後

片付けとした。③評価尺度は別表 12と同

様の該当しない項目を除いた、80％以上で

きている場合は「できる」、60～79％は

「おおむねできる」59％以下は「努力が必

要」の 3段階とした。④評価基準は、１）

必要物品の準備の場合、1.適切に環境調整

などの準備ができる、2.事前に分娩監視装

置の動作確認・物品に過不足がないかを確

認する、3.分娩監視装置の日時があってい

るか確認する、4.分娩進行の状況により排

尿を済ませているか確認する、5.ベッド上

にベルトを広げる/ベルトを預かるとし

た。 

3）別表 12との統合

別表 12-2をルーブリック要素に基づい

た作成では、①課題が 18課題に及ぶため

膨大な量となり作成および実際の運用の課

題となった。このため最終的には「項目 2

分べん進行の診断に係る手技」は 2課題、

「項目 3分べんに介助にかかる手技」は

14課題から構成した。 

4．概略評価 

 助産技術習得のための教育プログラム評

価には、教育目標分類（タキソノミー）の

情意領域が不可欠であるため「概略評価」

として作成した。 

C. 研究結果

１．ルーブリック作成までの経過 

研究班で令和 3年度の研究結果を踏まえ

て、教育プログラムとともに「分べん介助

10回程度」の助産技術習得の到達度を検討

した。その結果「看護師等養成所の運営に

関する指導ガイドライン」の「別表 12 助

産師に求められる実践能力と卒業時の到達

目標」および「別表 12－2 助産師教育の技

術項目と卒業時の到達度」の内容に基づい

た評価をすることとした。 

助産技術習得の範囲については、別表 12

では「実践能力 Ⅱ．マタニティケア」の

「大項目 3．分べん期の診断とケア」の

「中項目 D.正常分べん」の項目とし、別

表 12－2では、「項目 2分べん進行の診断に

係る手技」および「項目 3分べんに介助に

かかる手技」とした。 

試作は、別表 12および 12－2とも膨大な

量となっており、有識者からの助言を受け

て、チェックリストの使用や手順書の活用

を試みた。また、文末を具体的かる測定可

能な行動を示す内容に変更した。さらに、
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助産技術習得においては、助産実習に向き

合う姿勢、対象および臨地実習指導者との

関わり、倫理観というような情意領域が伴

うため「概略評価」とした。 

2回のプレテストの結果、別表 12および

12－2それぞれのルーブリックに重複がある

ことや、分べん経過の応じた順序ではない

ことが課題となった。そのため、別表 12お

よび 12－2のルーブリックを統合し、時系

列に配列を変え、最終版を作成した（資料

１）。また、全体を通しての助産師教育の技

術項目と卒業時の到達度に基づくルーブリ

ックの作成過程を資料２に示す。 

D. 考察

１．助産技術習得のための評価ツールとし

てのルーブリックの活用 

ルーブリックは、「ある課題について、で

きるようになってもらいたい特定の事柄を

配置するための道具」である（Stevens, 

2013/2014, p.2）。本研究では、正常経過の

分べん第Ⅰ期から児娩出後 2 時間までの助

産技術が「ある課題」にあたり、「特定の事

柄」は、別表 12および 12－2の分べん期に

該当する項目となった。学校教育等におい

てルーブリックは「成功の度合いを示す数

値的な尺度と、それぞれの尺度に見られる

パフォーマンスの特徴を示した記述語から

なる評価基準表」（田中，2003）である。本

ルーブリックは、開発当初は記述語のみで

表現することを試みたが、評価項目が多数

あること、学生の分べん介助を評価する場

面が次々と展開されることを考えると実用

性に乏しかった。有識者の助言をもとに、評

価尺度にチェックポイントを活用したこと

でより実用性が高まった。また、各課題のチ

ェックポイントの数が一定ではないため、

評価尺度のレベルは課題の到達度の全体的

な印象として「できる（80％以上）」「おおむ

ねできる（60％以上 80％未満）」「努力が必

要（60％未満）」と、到達度を示す言葉と百

分率でレベル設定を行った。レベル設定の

定量化は、評価の曖昧さなくす利点がある

一方で、「一番簡単に測定できるものしか測

定しない」という弊害が招き、もっとも簡単

に測定できるものがもっとも重要なもので

あることはまれであったり、標準化によっ

て情報の質を落とすことにつながる

（Muller, 2018/2019, p.24）。「分べん介助

診断技術ルーブリック」は、成績評価のため

の指標ではなく、一定水準の助産技術を習

得できたのか否かを判断するツールとして

活用することになる。 

ルーブリックを活用する利点の一つに、

学生へ時間をかけることなく、タイミング

良く、意味のあるフィードバックができる

ことである（Stevens, 2013/2014, p.13）。 

3 回、7 回の各回において、「分べん介助

診断技術ルーブリック」の各評価項目につ

いての到達度とその評価の根拠となるチェ

ックポイントのチェックの有無を確認する

ことで、学生は何かできて何ができていな
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いのか、またどの程度できているのか確認

することができる。学生は「努力が必要」と

判定された場合は、その評価項目のチェッ

クポイントのできていない部分について学

習または練習をし、次の分べん介助におい

て「努力の必要」な具体的な項目を自分の課

題として認識して臨むことができる。また、

教員や臨床指導者は、学生がつまずいてい

る課題を特定することができる。 

２．ルーブリック活用上の課題 

「分べん介助診断技術ルーブリック」は、

臨地実習で習得すべき助産技術の評価を目

的に開発された。 

助産技術習得のための教育プログラムで

は、分べん介助シミュレーションに対して

も本ルーブリックで評価をする。シミュレ

ーターを含む学習教材によっては、評価が

できない評価項目がいくつかでてくること

が予測される。例えば、「実習時間が限定さ

れるため産婦の受持ちを中断せざるを得な

い事例」を活用したシミュレーションでは、

受持ちを中断した以降の事象については、

再現できない可能性がある。また、実際に体

験した事象についても、再現できないもの

もでてくることが想定される。本ルーブリ

ックを活用することによって、臨地でなけ

れば修得できない助産技術、あるいは更に

シミュレーションの教材を発展させる必要

がある助産技術が明らかになることが期待

される。 

E. 結論

分べん介助に関連する別表 12 および 12

－2の項目を網羅した 37の評価項目と 8つ

の概略評価を 3 段階で評価する「分ベン介

助診断技術ルーブリック」が完成した。 
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分べん介助診断技術ルーブリック
ID

別表12および12－2　助産師教育に求められる実践能力と卒業時の到達目標（分べん期の診断とケア）より抜粋

80％
以上

60以上～
80％未満

60％
未満

□ 分べん経過記録から子宮収縮や内診結果についての情報を得た（入院時以外）
□ 産婦の状態や主訴から陣痛の発作・間欠の持続時間、強さ、産痛部位を観察し，述べた
□ CTG所見（装着時）から陣痛の発作・間欠の持続時間を読み取った
□ 分べん開始の定義にそって観察項目を述べた
□ 分べん開始の観察項目を統合して分べん開始時間を述べた
□ 機械の動作確認・物品に過不足がないかを確認した
□ 最良聴取部位に児心音計を装着した
□ 適切な部分に陣痛計を装着した
□ 装着時の体位を調整した
□ 計測が正しく行われているか、産婦に不快感や苦痛がないかを確認した
□ 終了・継続を判断し，報告できた
□ 後片付けができた
□ 下着を取り、適切な体位を取ってもらうことを説明した/必要時は介助した
□ 適切に手袋を装着した
□ 産婦の状態に合わせて内診時期を判断し，行った
□ ビショップスコアの項目を観察し，述べた
□ ビショップスコアの項目以外の所見を確認し，述べた
□ 子宮口全開大を確認し、時刻を決定した
□ 適切に後片付けができた
□ 分べん各期に応じた陣痛間欠であるか述べた
□ 分べん各期に応じた発作陣痛時間であるか述べた
□ 陣痛開始時間からの経過，内診所見，娩出力から分べんの経過を予測し，述べた
□ 努責感を観察し，述べた
□ 子宮収縮時の肛門部抵抗の触診、肛門哆開を観察し，述べた
□ 陣痛促進剤の効果を陣痛や分べんの進行の予測への影響について述べた
□ 胎児の先進部の骨盤侵入状態を観察し，述べた
□ 産婦の身⾧と骨盤形状や大きさから胎児と産道の関係について述べた
□ 外診や超音波所見から、胎位・胎向・胎勢を観察し，述べた
□ 内診により、児頭の骨縫合、泉門を触知し，述べた
□ 内診により胎位・胎向・胎勢を観察し，述べた
□ 内診により産瘤や骨重積、会陰の浮腫等から児頭の通過可能性を判断し，述べた
□ バイタルサイン(体温・脈拍・血圧・呼吸数等）、血液データ等から一般状態を判断し，述べた
□ 排泄について観察したり、産婦から聞き取った
□ 食事摂取について観察したり、産婦から聞き取った
□ 疲労について観察したり、産婦から聞き取った
□ 睡眠について観察したり、産婦から聞き取った
□ 産婦の表情・言動から精神状態を判断し，述べた
□ 観察した情報から健康状態を判断し，述べた
□ 環境（室温・湿度・照明・音・臭い）を調整した
□ 産婦の基本的ニーズを満たすケア提示し，行った
□ 陣痛の状態をアセスメントし、産婦の好みを考慮して産痛緩和の方法（体位、呼吸法、マッサージ、指圧、温熱パック、足浴など）を提示した
□ 内診所見を観察し、分べん進行に応じた過ごし方を提案した
□ 産婦の希望に沿って家族に産婦の支援方法（産婦へのケア・治療に支障のない場所へ誘導、立ち会う、手をにぎる、など）を提示した
□ 実施したケアの評価をする時期・方法を述べた
□ 在胎週数、胎児の発育、胎盤機能、臍帯、陣痛、母体の健康状態、妊娠経過等の情報をもとに判断し，述べた
□ 胎児心拍数陣痛図の波形のレベルに基づく対応を述べた
□ 直近の胎児心拍数陣痛図の波形から胎児の健康状態や予備能力を判断し，述べた
□ 破水を鑑別する方法を用いて結果を述べた
□ 破水時間を述べた
□ 羊水の量・性状・臭い・色を観察し，述べた
□ 観察から正常か異常か述べた
□ 破水種類（前期/早期/適時・高位）を述べた
□ 分べんを予測し，報告した
□ 分べん野作成を指導者に相談した
□ 分娩室内の準備・点検をした（器械，配管，物品，機器，分娩台）
□ 産婦を安全に分娩台まで誘導/移動した
□ 介助者のボディメカニクスにあわせて分娩台を調整した
□ 手洗い・消毒ができた
□ 外陰部の消毒ができた
□ ガウンを清潔に着用した
□ 滅菌手袋を清潔に装着した
□ 分娩シーツを適切に敷いた
□ 足袋を適切につけた
□ 腹部用の滅菌シーツを適切に置いた
□ 吸引カテーテルを接続し、吸引圧を確認した
□ 顔拭きガーゼを清潔に配置した
□ 肛門保護綿を作成した
□ 会陰保護ガーゼを作成した
□ 分娩セット・器械類を使用しやすいように配置した
□ 分娩台周囲の環境を整えた（分娩監視装置、ゴミ箱、吸引器等）
□ 産婦の外陰部から終始目を離さず安全に実施した
□ 産婦に分娩経過を説明した
□ 産婦の訴えを受容した
□ 産婦がポジティブになれる声かけを行った
□ 家族に分べん経過を説明した
□ 家族の分娩への関与を高める行動をした
□ 分娩体位が娩出力に及ぼす影響を理解し分べん体位をとった
□ 分べん3要素の関連性から分べんを予測し会陰保護を開始した　分娩体位が会陰の伸展に及ぼす影響を査定し，述べた
□ 視診や触診で伸展性を確認し，述べた
□ 児頭の大きさと皮膚の伸展性をすり合わせた
□ 児頭娩出速度が会陰に及ぼす影響を検討し，報告した
□ 四指をそろえて、肛門を覆い保護した
□ 急激な児頭娩出に備えた
□ 適切な部位・力加減で保護した
□ 排臨を確認し，時間を述べた
□ 発露を確認し，時間を述べた
□ 呼吸法や努責の方向の声かけができた
□ 児頭の自然回旋を助けながら、後頭結節が恥骨弓下を滑脱するまでは屈位を保った
□ 肛門保護から適切な時期に会陰保護に切り替えた
□ 会陰が１～２cm見える位置に保護ガーゼをあてた
□ 指先は、拇指と示指間を十分に開き、陰門に沿って手のひらをあてた
□ 保護ガーゼを肛門部分と隙間ができないようにあてた
□ 急に児頭娩出をすることがないようにしっかり児頭を把持した
□ 正常回旋か否かを確認し，報告した
□ 児頭娩出速度を査定し，述べた
□ 後頭結節滑脱前の判断し，述べた
□ 後頭結節滑脱を判断し，述べた
□ 後頭結節滑脱時，短息呼吸のまま、前頭－前額－顔面－頤部の順に恥骨の方向に支え上げた
□ 適切な娩出速度で児頭を通過させた
□ 会陰の緊張を除去した
□ 児の顔面娩出度，上から下へぬぐって鼻腔の分泌物を取り除いた
□ 臍帯巻絡の有無を触診し，報告した
□ 臍帯巻絡と児娩出との関係性を判断し，述べた
□ 巻絡解除の方法を判断した

分べん介助に係る手技

肛門保護

0経腟分べんを介助する 臍帯巻絡の確認 21 3 2 1

0

分べん介助に係る手技 最小周囲径での児頭娩出 20 3 2 1 0

経腟分べんを介助する 分べん機転に応じた児頭娩出 19 3 2 1

17 3 2 1 0

会陰保護

2 1 0

18 3 2 1 0

会陰の伸展性の査定 16 3 2 1 0

分べん進行に伴う産婦と家
族のケアを行う

家族のケア 14 3 2 1 0

分娩野の作成（清潔野作成以降） 12 3 2 1 0

1 0

分べん介助に係る手技

分娩野の作成（清潔野作成まで） 11 3 2 1 0

経腟分べんを介助する

胎
児
娩
出
ま
で

分べん野を作成する時期の判断 10 3 2

経腟分べんを介助する 産婦の主体性を引き出すケア 13 3 2 1 0

経腟分べんを介助する

分べん体位と娩出力の関係性の判断 15 3

0

破水を診断する 破水の観察と種類（前期/早期/適時・高位）の診断 9 3 2 1 0

産婦と胎児の健康状態を診
断する

胎児の健康状態の診断 8 3 2 1

0

分べん進行に伴う産婦と家
族のケアを行う

分べん進行に応じて産婦が快適さを得られるような環境
調整の援助

7 3 2 1 0

産婦と胎児の健康状態を診
断する

産婦の健康状態の診断
6 3 2 1

分べんの進行状態を診断する

分べん各期に応じた娩出力の診断 4 3 2 1

0

内診 3 3 2 1 0

0

胎児の産道通過可能性の診断 5 3 2 1 0

0

分べん開始時間の査定

分べん進行の診断に係る
手技

分娩監視装置の装着 2 3 2 1

分べん開始を診断する

分べん開始の判断をするための情報収集
1 3 2 1

チェックポイント

太字（別表12）
細字（別表12-2)

項目
番号

※臨地実習施設において該当しない項目を除き、80％以上できている場合は「できる」、
60～80％は「おおむねできる」、60％以下は「努力が必要」と判定する。
該当しない項目は□に／で表記する。

★を実施しない場合はその評価項目は「努力が必要」とする。

3 例目

評価項目

で
き
る

お
お
む
ね
で
き
る

努
力
が
必
要

基
準
が
該
当
し
な

い
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別表12および12－2　助産師教育に求められる実践能力と卒業時の到達目標（分べん期の診断とケア）より抜粋

80％
以上

60以上～
80％未満

60％
未満

チェックポイント

太字（別表12）
細字（別表12-2)

項目
番号

※臨地実習施設において該当しない項目を除き、80％以上できている場合は「できる」、
60～80％は「おおむねできる」、60％以下は「努力が必要」と判定する。
該当しない項目は□に／で表記する。

★を実施しない場合はその評価項目は「努力が必要」とする。

3 例目

評価項目

で
き
る

お
お
む
ね
で
き
る

努
力
が
必
要

基
準
が
該
当
し
な

い

分べん介助に係る手技 臍帯巻絡の確認 22 3 2 1 0 □ 臍帯巻絡を確認し，巻絡がある場合は適切に解除できた
□ 娩出速度を査定し，述べた目視し産婦の腹圧を逃すための声かけを行った
□ 胎児の大きさに合わせて前在・後在肩甲娩出の程度を判断し，述べた
□ 自然に第4回旋するのを待った
□ 前在肩甲を娩出できた
□ 後在肩甲を娩出できた
□ 児を安全に把持し骨盤誘導線に沿って娩出できた
□ 会陰保護ガーゼを適切に破棄した
□ 把持をしたまま児を母体の腹部に置き母児対面させた
□ 児を分娩台に安全に寝かせた
□ 児の娩出時刻と性別を確認し，述べた
□ 新生児の落下防止につとめた
□ ねぎらいと祝福の言葉を告げた
□ 胎児の娩出後、すみやかに母体の会陰部に近い箇所で止血した
□ 別の器械等を用いてもう一か所適切な位置で止血した
□ 臍帯クリップを止めた
□ 臍帯剪刀を使用し、安全に切断した
□ 分べん経過から自発呼吸確立を診断し，報告した
□ 呼吸様式から自発呼吸確率を診断し，報告した
□ 呼吸様式と筋緊張をすり合わせ児の状態を判断し，報告した
□ 蘇生の必要性の有無を判断し，報告した
□ 児の全身を清拭した
□ 必要時は口腔・鼻腔の吸引を行った
□ アプガースコア１分値を採点した
□ ★剥離徴候を2つ以上から剥離を確認し，述べた
□ 娩出に必要な牽引力を判断した
□ ★遺残の有無を判断し，述べた
□ 臍帯を牽引し，胎盤実質を適切に娩出した。
□ 卵膜を残さないようにゆっくり娩出した
□ 胎盤娩出時刻を伝えた
□ 分娩経過を念頭に軟産道を査定し，述べた
□ 子宮収縮を確認，復古を査定し，述べた
□ 出血量，時期，性状，色調から分べん侵襲や復古状態を査定し，述べた
□ 母体の一般状態から分べん侵襲や復古を査定し，述べた
□ 母体の分べん侵襲，復古を査定し，述べた
□ 早期母子接触中の母体の健康状態を予測し，述べた
□ 早期母子接触が母体に及ぼす影響や効果を予測した
□ 子宮底の高さと硬度を適切な手技で観察し、述べた
□ 必要時，輪状マッサージができた
□ 出血量の計測ができた
□ 適切な手技で母体の一般状態が観察できた
□ 児の分べん侵襲，胎外生活の適応を査定し，述べた
□ 早期母子接触中の児の健康状態を予測し，述べた
□ 早期母子接触が児に及ぼす影響や効果を予測し，述べた
□ 児の計測・観察（外表奇形・分娩外傷）ができた
□ 胎盤・臍帯・卵膜の観察・計測ができた
□ 計測結果を正しく記録することができた
□ 個人情報の保護を遵守した
□ 正確かつ迅速に事実が記載できた

1 必要性の説明 3 2 1
2 実施内容の説明 3 2 1
3 指導者への報告 3 2 1
4 安全の保持 3 2 1
5 安楽への配慮 3 2 1
6 羞恥心への配慮 3 2 1
7 倫理的な態度 3 2 1
8 コミュニケーションによる関係性の構築 3 2 1 適切なコミュニケーションにより対象者および指導者との関係性を構築した

概略評価
（全体の印象）

項目
実施前に必要性を指導者と対象者に説明した
実施前に実施する内容を指導者と対象者に説明した
指導者に適切に報告した
安全に実施した
安楽に配慮して実施した
羞恥心に配慮して実施した
倫理的な態度であった

分べん介助に係る手技

胎盤の観察
児及び胎児付属物の計測

36 3 2 1 0

出生直後から早期母子接
触・早期授乳を行い、愛着

形成を促す
児の状態の査定 35 3 2 1

出血状態の確認 34 3 2 1 0

分娩に係る記録の記載 37 3 2 1 0

0

分べん介助に係る手技
子宮収縮状態の確認 33 3 2 1

0

出生直後から早期母子接
触・早期授乳を行い、愛着

形成を促す
早期母子接触のための母体の査定 32 3 2 1 0

経腟分べんを介助する 分べん後の母体の査定 31 3 2 1

0

分べん介助に係る手技 適切な方法による胎盤娩出 30 3 2 1 0

経腟分べんを介助する 安全な胎盤娩出に対する査定 29 3 2 1

分べん介助に係る手技 新生児の自発呼吸の確認及び蘇生 28 3 2 1 0

0

1 0

経腟分べんを介助する 児の自発呼吸を確認と助成のための査定 27 3 2 1 0

分べん介助に係る手技

臍帯結紮及び切断 26 3 2

0

骨盤誘導線に沿った体幹の娩出 25 3 2 1 0

肩甲娩出 24 3 2 1

経腟分べんを介助する 安全な肩甲・躯幹娩出の診断 23 3 2 1 0
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分べん介助診断技術ルーブリック
ID

別表12および12－2　助産師教育に求められる実践能力と卒業時の到達目標（分べん期の診断とケア）より抜粋

80％
以上

60以上～
80％未満

60％
未満

□ 分べん経過記録から子宮収縮や内診結果についての情報を得た（入院時以外）
□ 産婦の状態や主訴から陣痛の発作・間欠の持続時間、強さ、産痛部位を観察し，述べた
□ CTG所見（装着時）から陣痛の発作・間欠の持続時間を読み取った
□ 分べん開始の定義にそって観察項目を述べた
□ 分べん開始の観察項目を統合して分べん開始時間を述べた
□ 機械の動作確認・物品に過不足がないかを確認した
□ 最良聴取部位に児心音計を装着した
□ 適切な部分に陣痛計を装着した
□ 装着時の体位を調整した
□ 計測が正しく行われているか、産婦に不快感や苦痛がないかを確認した
□ 終了・継続を判断し，報告できた
□ 後片付けができた
□ 下着を取り、適切な体位を取ってもらうことを説明した/必要時は介助した
□ 適切に手袋を装着した
□ 産婦の状態に合わせて内診時期を判断し，行った
□ ビショップスコアの項目を観察し，述べた
□ ビショップスコアの項目以外の所見を確認し，述べた
□ 子宮口全開大を確認し、時刻を決定した
□ 適切に後片付けができた
□ 分べん各期に応じた陣痛間欠であるか述べた
□ 分べん各期に応じた発作陣痛時間であるか述べた
□ 陣痛開始時間からの経過，内診所見，娩出力から分べんの経過を予測し，述べた
□ 努責感を観察し，述べた
□ 子宮収縮時の肛門部抵抗の触診、肛門哆開を観察し，述べた
□ 陣痛促進剤の効果を陣痛や分べんの進行の予測への影響について述べた
□ 胎児の先進部の骨盤侵入状態を観察し，述べた
□ 産婦の身⾧と骨盤形状や大きさから胎児と産道の関係について述べた
□ 外診や超音波所見から、胎位・胎向・胎勢を観察し，述べた
□ 内診により、児頭の骨縫合、泉門を触知し，述べた
□ 内診により胎位・胎向・胎勢を観察し，述べた
□ 内診により産瘤や骨重積、会陰の浮腫等から児頭の通過可能性を判断し，述べた
□ バイタルサイン(体温・脈拍・血圧・呼吸数等）、血液データ等から一般状態を判断し，述べた
□ 排泄について観察したり、産婦から聞き取った
□ 食事摂取について観察したり、産婦から聞き取った
□ 疲労について観察したり、産婦から聞き取った
□ 睡眠について観察したり、産婦から聞き取った
□ 産婦の表情・言動から精神状態を判断し，述べた
□ 観察した情報から健康状態を判断し，述べた
□ 環境（室温・湿度・照明・音・臭い）を調整した
□ 産婦の基本的ニーズを満たすケア提示し，行った
□ 陣痛の状態をアセスメントし、産婦の好みを考慮して産痛緩和の方法（体位、呼吸法、マッサージ、指圧、温熱パック、足浴など）を提示した
□ 内診所見を観察し、分べん進行に応じた過ごし方を提案した
□ 産婦の希望に沿って家族に産婦の支援方法（産婦へのケア・治療に支障のない場所へ誘導、立ち会う、手をにぎる、など）を提示した
□ 実施したケアの評価をする時期・方法を述べた
□ 在胎週数、胎児の発育、胎盤機能、臍帯、陣痛、母体の健康状態、妊娠経過等の情報をもとに判断し，述べた
□ 胎児心拍数陣痛図の波形のレベルに基づく対応を述べた
□ 直近の胎児心拍数陣痛図の波形から胎児の健康状態や予備能力を判断し，述べた
□ 破水を鑑別する方法を用いて結果を述べた
□ 破水時間を述べた
□ 羊水の量・性状・臭い・色を観察し，述べた
□ 観察から正常か異常か述べた
□ 破水種類（前期/早期/適時・高位）を述べた
□ 分べんを予測し，報告した
□ 分べん野作成を指導者に相談した
□ 分娩室内の準備・点検をした（器械，配管，物品，機器，分娩台）
□ 産婦を安全に分娩台まで誘導/移動した
□ 介助者のボディメカニクスにあわせて分娩台を調整した
□ 手洗い・消毒ができた
□ 外陰部の消毒ができた
□ ガウンを清潔に着用した
□ 滅菌手袋を清潔に装着した
□ 分娩シーツを適切に敷いた
□ 足袋を適切につけた
□ 腹部用の滅菌シーツを適切に置いた
□ 吸引カテーテルを接続し、吸引圧を確認した
□ 顔拭きガーゼを清潔に配置した
□ 肛門保護綿を作成した
□ 会陰保護ガーゼを作成した
□ 分娩セット・器械類を使用しやすいように配置した
□ 分娩台周囲の環境を整えた（分娩監視装置、ゴミ箱、吸引器等）
□ 産婦の外陰部から終始目を離さず安全に実施した
□ 産婦に分娩経過を説明した
□ 産婦の訴えを受容した
□ 産婦がポジティブになれる声かけを行った
□ 家族に分べん経過を説明した
□ 家族の分娩への関与を高める行動をした
□ 分娩体位が娩出力に及ぼす影響を理解し分べん体位をとった
□ 分べん3要素の関連性から分べんを予測し会陰保護を開始した　分娩体位が会陰の伸展に及ぼす影響を査定し，述べた
□ 視診や触診で伸展性を確認し，述べた
□ 児頭の大きさと皮膚の伸展性をすり合わせた
□ 児頭娩出速度が会陰に及ぼす影響を検討し，報告した
□ 四指をそろえて、肛門を覆い保護した
□ 急激な児頭娩出に備えた
□ 適切な部位・力加減で保護した
□ 排臨を確認し，時間を述べた
□ 発露を確認し，時間を述べた
□ 呼吸法や努責の方向の声かけができた
□ 児頭の自然回旋を助けながら、後頭結節が恥骨弓下を滑脱するまでは屈位を保った
□ 肛門保護から適切な時期に会陰保護に切り替えた
□ 会陰が１～２cm見える位置に保護ガーゼをあてた
□ 指先は、拇指と示指間を十分に開き、陰門に沿って手のひらをあてた
□ 保護ガーゼを肛門部分と隙間ができないようにあてた
□ 急に児頭娩出をすることがないようにしっかり児頭を把持した
□ 正常回旋か否かを確認し，報告した
□ 児頭娩出速度を査定し，述べた
□ 後頭結節滑脱前の判断し，述べた
□ 後頭結節滑脱を判断し，述べた
□ 後頭結節滑脱時，短息呼吸のまま、前頭－前額－顔面－頤部の順に恥骨の方向に支え上げた
□ 適切な娩出速度で児頭を通過させた
□ 会陰の緊張を除去した
□ 児の顔面娩出度，上から下へぬぐって鼻腔の分泌物を取り除いた
□ 臍帯巻絡の有無を触診し，報告した
□ 臍帯巻絡と児娩出との関係性を判断し，述べた
□ 巻絡解除の方法を判断した

分べん介助に係る手技

肛門保護

0経腟分べんを介助する 臍帯巻絡の確認 21 3 2 1

0

分べん介助に係る手技 最小周囲径での児頭娩出 20 3 2 1 0

経腟分べんを介助する 分べん機転に応じた児頭娩出 19 3 2 1

17 3 2 1 0

会陰保護

2 1 0

18 3 2 1 0

会陰の伸展性の査定 16 3 2 1 0

分べん進行に伴う産婦と家
族のケアを行う

家族のケア 14 3 2 1 0

分娩野の作成（清潔野作成以降） 12 3 2 1 0

1 0

分べん介助に係る手技

分娩野の作成（清潔野作成まで） 11 3 2 1 0

経腟分べんを介助する

胎
児
娩
出
ま
で

分べん野を作成する時期の判断 10 3 2

経腟分べんを介助する 産婦の主体性を引き出すケア 13 3 2 1 0

経腟分べんを介助する

分べん体位と娩出力の関係性の判断 15 3

0

破水を診断する 破水の観察と種類（前期/早期/適時・高位）の診断 9 3 2 1 0

産婦と胎児の健康状態を診
断する

胎児の健康状態の診断 8 3 2 1

0

分べん進行に伴う産婦と家
族のケアを行う

分べん進行に応じて産婦が快適さを得られるような環境
調整の援助

7 3 2 1 0

産婦と胎児の健康状態を診
断する

産婦の健康状態の診断
6 3 2 1

分べんの進行状態を診断する

分べん各期に応じた娩出力の診断 4 3 2 1

0

内診 3 3 2 1 0

0

胎児の産道通過可能性の診断 5 3 2 1 0

0

分べん開始時間の査定

分べん進行の診断に係る
手技

分娩監視装置の装着 2 3 2 1

分べん開始を診断する

分べん開始の判断をするための情報収集
1 3 2 1

チェックポイント

太字（別表12）
細字（別表12-2)

項目
番号

※臨地実習施設において該当しない項目を除き、80％以上できている場合は「できる」、
60～80％は「おおむねできる」、60％以下は「努力が必要」と判定する。
該当しない項目は□に／で表記する。

★を実施しない場合はその評価項目は「努力が必要」とする。

7 例目

評価項目

で
き
る

お
お
む
ね
で
き
る

努
力
が
必
要

基
準
が
該
当
し
な

い
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別表12および12－2　助産師教育に求められる実践能力と卒業時の到達目標（分べん期の診断とケア）より抜粋

80％
以上

60以上～
80％未満

60％
未満

チェックポイント

太字（別表12）
細字（別表12-2)

項目
番号

※臨地実習施設において該当しない項目を除き、80％以上できている場合は「できる」、
60～80％は「おおむねできる」、60％以下は「努力が必要」と判定する。
該当しない項目は□に／で表記する。

★を実施しない場合はその評価項目は「努力が必要」とする。

7 例目

評価項目

で
き
る

お
お
む
ね
で
き
る

努
力
が
必
要

基
準
が
該
当
し
な

い

分べん介助に係る手技 臍帯巻絡の確認 22 3 2 1 0 □ 臍帯巻絡を確認し，巻絡がある場合は適切に解除できた
□ 娩出速度を査定し，述べた目視し産婦の腹圧を逃すための声かけを行った
□ 胎児の大きさに合わせて前在・後在肩甲娩出の程度を判断し，述べた
□ 自然に第4回旋するのを待った
□ 前在肩甲を娩出できた
□ 後在肩甲を娩出できた
□ 児を安全に把持し骨盤誘導線に沿って娩出できた
□ 会陰保護ガーゼを適切に破棄した
□ 把持をしたまま児を母体の腹部に置き母児対面させた
□ 児を分娩台に安全に寝かせた
□ 児の娩出時刻と性別を確認し，述べた
□ 新生児の落下防止につとめた
□ ねぎらいと祝福の言葉を告げた
□ 胎児の娩出後、すみやかに母体の会陰部に近い箇所で止血した
□ 別の器械等を用いてもう一か所適切な位置で止血した
□ 臍帯クリップを止めた
□ 臍帯剪刀を使用し、安全に切断した
□ 分べん経過から自発呼吸確立を診断し，報告した
□ 呼吸様式から自発呼吸確率を診断し，報告した
□ 呼吸様式と筋緊張をすり合わせ児の状態を判断し，報告した
□ 蘇生の必要性の有無を判断し，報告した
□ 児の全身を清拭した
□ 必要時は口腔・鼻腔の吸引を行った
□ アプガースコア１分値を採点した
□ ★剥離徴候を2つ以上から剥離を確認し，述べた
□ 娩出に必要な牽引力を判断した
□ ★遺残の有無を判断し，述べた
□ 臍帯を牽引し，胎盤実質を適切に娩出した。
□ 卵膜を残さないようにゆっくり娩出した
□ 胎盤娩出時刻を伝えた
□ 分娩経過を念頭に軟産道を査定し，述べた
□ 子宮収縮を確認，復古を査定し，述べた
□ 出血量，時期，性状，色調から分べん侵襲や復古状態を査定し，述べた
□ 母体の一般状態から分べん侵襲や復古を査定し，述べた
□ 母体の分べん侵襲，復古を査定し，述べた
□ 早期母子接触中の母体の健康状態を予測し，述べた
□ 早期母子接触が母体に及ぼす影響や効果を予測した
□ 子宮底の高さと硬度を適切な手技で観察し、述べた
□ 必要時，輪状マッサージができた
□ 出血量の計測ができた
□ 適切な手技で母体の一般状態が観察できた
□ 児の分べん侵襲，胎外生活の適応を査定し，述べた
□ 早期母子接触中の児の健康状態を予測し，述べた
□ 早期母子接触が児に及ぼす影響や効果を予測し，述べた
□ 児の計測・観察（外表奇形・分娩外傷）ができた
□ 胎盤・臍帯・卵膜の観察・計測ができた
□ 計測結果を正しく記録することができた
□ 個人情報の保護を遵守した
□ 正確かつ迅速に事実が記載できた

1 必要性の説明 3 2 1
2 実施内容の説明 3 2 1
3 指導者への報告 3 2 1
4 安全の保持 3 2 1
5 安楽への配慮 3 2 1
6 羞恥心への配慮 3 2 1
7 倫理的な態度 3 2 1
8 コミュニケーションによる関係性の構築 3 2 1 適切なコミュニケーションにより対象者および指導者との関係性を構築した

概略評価
（全体の印象）

項目
実施前に必要性を指導者と対象者に説明した
実施前に実施する内容を指導者と対象者に説明した
指導者に適切に報告した
安全に実施した
安楽に配慮して実施した
羞恥心に配慮して実施した
倫理的な態度であった

分べん介助に係る手技

胎盤の観察
児及び胎児付属物の計測

36 3 2 1 0

出生直後から早期母子接
触・早期授乳を行い、愛着

形成を促す
児の状態の査定 35 3 2 1

出血状態の確認 34 3 2 1 0

分娩に係る記録の記載 37 3 2 1 0

0

分べん介助に係る手技
子宮収縮状態の確認 33 3 2 1

0

出生直後から早期母子接
触・早期授乳を行い、愛着

形成を促す
早期母子接触のための母体の査定 32 3 2 1 0

経腟分べんを介助する 分べん後の母体の査定 31 3 2 1

0

分べん介助に係る手技 適切な方法による胎盤娩出 30 3 2 1 0

経腟分べんを介助する 安全な胎盤娩出に対する査定 29 3 2 1

分べん介助に係る手技 新生児の自発呼吸の確認及び蘇生 28 3 2 1 0

0

1 0

経腟分べんを介助する 児の自発呼吸を確認と助成のための査定 27 3 2 1 0

分べん介助に係る手技

臍帯結紮及び切断 26 3 2

0

骨盤誘導線に沿った体幹の娩出 25 3 2 1 0

肩甲娩出 24 3 2 1

経腟分べんを介助する 安全な肩甲・躯幹娩出の診断 23 3 2 1 0
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別表12および12－2　助産師教育に求められる実践能力と卒業時の到達目標（分べん期の診断とケア）より抜粋

80％
以上

60以上～
80％未満

60％
未満

□ 分べん経過記録から子宮収縮や内診結果についての情報を得た（入院時以外）
□ 産婦の状態や主訴から陣痛の発作・間欠の持続時間、強さ、産痛部位を観察し，述べた
□ CTG所見（装着時）から陣痛の発作・間欠の持続時間を読み取った
□ 分べん開始の定義にそって観察項目を述べた
□ 分べん開始の観察項目を統合して分べん開始時間を述べた
□ 機械の動作確認・物品に過不足がないかを確認した
□ 最良聴取部位に児心音計を装着した
□ 適切な部分に陣痛計を装着した
□ 装着時の体位を調整した
□ 計測が正しく行われているか、産婦に不快感や苦痛がないかを確認した
□ 終了・継続を判断し，報告できた
□ 後片付けができた
□ 下着を取り、適切な体位を取ってもらうことを説明した/必要時は介助した
□ 適切に手袋を装着した
□ 産婦の状態に合わせて内診時期を判断し，行った
□ ビショップスコアの項目を観察し，述べた
□ ビショップスコアの項目以外の所見を確認し，述べた
□ 子宮口全開大を確認し、時刻を決定した
□ 適切に後片付けができた
□ 分べん各期に応じた陣痛間欠であるか述べた
□ 分べん各期に応じた発作陣痛時間であるか述べた
□ 陣痛開始時間からの経過，内診所見，娩出力から分べんの経過を予測し，述べた
□ 努責感を観察し，述べた
□ 子宮収縮時の肛門部抵抗の触診、肛門哆開を観察し，述べた
□ 陣痛促進剤の効果を陣痛や分べんの進行の予測への影響について述べた
□ 胎児の先進部の骨盤侵入状態を観察し，述べた
□ 産婦の身⾧と骨盤形状や大きさから胎児と産道の関係について述べた
□ 外診や超音波所見から、胎位・胎向・胎勢を観察し，述べた
□ 内診により、児頭の骨縫合、泉門を触知し，述べた
□ 内診により胎位・胎向・胎勢を観察し，述べた
□ 内診により産瘤や骨重積、会陰の浮腫等から児頭の通過可能性を判断し，述べた
□ バイタルサイン(体温・脈拍・血圧・呼吸数等）、血液データ等から一般状態を判断し，述べた
□ 排泄について観察したり、産婦から聞き取った
□ 食事摂取について観察したり、産婦から聞き取った
□ 疲労について観察したり、産婦から聞き取った
□ 睡眠について観察したり、産婦から聞き取った
□ 産婦の表情・言動から精神状態を判断し，述べた
□ 観察した情報から健康状態を判断し，述べた
□ 環境（室温・湿度・照明・音・臭い）を調整した
□ 産婦の基本的ニーズを満たすケア提示し，行った
□ 陣痛の状態をアセスメントし、産婦の好みを考慮して産痛緩和の方法（体位、呼吸法、マッサージ、指圧、温熱パック、足浴など）を提示した
□ 内診所見を観察し、分べん進行に応じた過ごし方を提案した
□ 産婦の希望に沿って家族に産婦の支援方法（産婦へのケア・治療に支障のない場所へ誘導、立ち会う、手をにぎる、など）を提示した
□ 実施したケアの評価をする時期・方法を述べた
□ 在胎週数、胎児の発育、胎盤機能、臍帯、陣痛、母体の健康状態、妊娠経過等の情報をもとに判断し，述べた
□ 胎児心拍数陣痛図の波形のレベルに基づく対応を述べた
□ 直近の胎児心拍数陣痛図の波形から胎児の健康状態や予備能力を判断し，述べた
□ 破水を鑑別する方法を用いて結果を述べた
□ 破水時間を述べた
□ 羊水の量・性状・臭い・色を観察し，述べた
□ 観察から正常か異常か述べた
□ 破水種類（前期/早期/適時・高位）を述べた
□ 分べんを予測し，報告した
□ 分べん野作成を指導者に相談した
□ 分娩室内の準備・点検をした（器械，配管，物品，機器，分娩台）
□ 産婦を安全に分娩台まで誘導/移動した
□ 介助者のボディメカニクスにあわせて分娩台を調整した
□ 手洗い・消毒ができた
□ 外陰部の消毒ができた
□ ガウンを清潔に着用した
□ 滅菌手袋を清潔に装着した
□ 分娩シーツを適切に敷いた
□ 足袋を適切につけた
□ 腹部用の滅菌シーツを適切に置いた
□ 吸引カテーテルを接続し、吸引圧を確認した
□ 顔拭きガーゼを清潔に配置した
□ 肛門保護綿を作成した
□ 会陰保護ガーゼを作成した
□ 分娩セット・器械類を使用しやすいように配置した
□ 分娩台周囲の環境を整えた（分娩監視装置、ゴミ箱、吸引器等）
□ 産婦の外陰部から終始目を離さず安全に実施した
□ 産婦に分娩経過を説明した
□ 産婦の訴えを受容した
□ 産婦がポジティブになれる声かけを行った
□ 家族に分べん経過を説明した
□ 家族の分娩への関与を高める行動をした
□ 分娩体位が娩出力に及ぼす影響を理解し分べん体位をとった
□ 分べん3要素の関連性から分べんを予測し会陰保護を開始した　分娩体位が会陰の伸展に及ぼす影響を査定し，述べた
□ 視診や触診で伸展性を確認し，述べた
□ 児頭の大きさと皮膚の伸展性をすり合わせた
□ 児頭娩出速度が会陰に及ぼす影響を検討し，報告した
□ 四指をそろえて、肛門を覆い保護した
□ 急激な児頭娩出に備えた
□ 適切な部位・力加減で保護した
□ 排臨を確認し，時間を述べた
□ 発露を確認し，時間を述べた
□ 呼吸法や努責の方向の声かけができた
□ 児頭の自然回旋を助けながら、後頭結節が恥骨弓下を滑脱するまでは屈位を保った
□ 肛門保護から適切な時期に会陰保護に切り替えた
□ 会陰が１～２cm見える位置に保護ガーゼをあてた
□ 指先は、拇指と示指間を十分に開き、陰門に沿って手のひらをあてた
□ 保護ガーゼを肛門部分と隙間ができないようにあてた
□ 急に児頭娩出をすることがないようにしっかり児頭を把持した
□ 正常回旋か否かを確認し，報告した
□ 児頭娩出速度を査定し，述べた
□ 後頭結節滑脱前の判断し，述べた
□ 後頭結節滑脱を判断し，述べた
□ 後頭結節滑脱時，短息呼吸のまま、前頭－前額－顔面－頤部の順に恥骨の方向に支え上げた
□ 適切な娩出速度で児頭を通過させた
□ 会陰の緊張を除去した
□ 児の顔面娩出度，上から下へぬぐって鼻腔の分泌物を取り除いた
□ 臍帯巻絡の有無を触診し，報告した
□ 臍帯巻絡と児娩出との関係性を判断し，述べた
□ 巻絡解除の方法を判断した

0

1 0

1

3 2 1 0

3 2 1 0

1 0

3 2 1 0

13

14

15

16

3 2

3 2

3 2

3 2 1 0

0

3 2 1 0

1 0

1

3 2 1 0

3 2 1 0

1 0

1 0

1 03 2

3 2

3 2

3 2

3 2

3 2

3 2

3 2

3 2

3 2

胎
児
娩
出
ま
で

分べん介助に係る手技

肛門保護

会陰保護

分べん介助に係る手技 最小周囲径での児頭娩出

経腟分べんを介助する 産婦の主体性を引き出すケア

分娩野の作成（清潔野作成まで）

分娩野の作成（清潔野作成以降）

経腟分べんを介助する 分べん機転に応じた児頭娩出

分べん介助に係る手技

分べん進行の診断に係る
手技

1

2

4

分べんの進行状態を診断する

胎児の産道通過可能性の診断 5

6

分娩監視装置の装着

7

8

9

10

産婦と胎児の健康状態を診
断する

胎児の健康状態の診断

破水を診断する 破水の観察と種類（前期/早期/適時・高位）の診断

経腟分べんを介助する 分べん野を作成する時期の判断

10 例目

で
き
る

お
お
む
ね
で
き
る

努
力
が
必
要

内診

分べん各期に応じた娩出力の診断

分べん開始を診断する

経腟分べんを介助する 臍帯巻絡の確認

17

18

19

20

21

分べん進行に伴う産婦と家
族のケアを行う

家族のケア

経腟分べんを介助する

分べん体位と娩出力の関係性の判断

会陰の伸展性の査定

基
準
が
該
当
し
な

い

太字（別表12）
細字（別表12-2)

チェックポイント

※臨地実習施設において該当しない項目を除き、80％以上できている場合は「できる」、
60～80％は「おおむねできる」、60％以下は「努力が必要」と判定する。
該当しない項目は□に／で表記する。

★を実施しない場合はその評価項目は「努力が必要」とする。

評価項目

分べん進行に伴う産婦と家
族のケアを行う

分べん進行に応じて産婦が快適さを得られるような環境
調整の援助

産婦と胎児の健康状態を診
断する

産婦の健康状態の診断
1 0

分べん開始の判断をするための情報収集

分べん開始時間の査定

項目
番号

11

12

1 0

1 0

3 2 1 0

1 0

1 0
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別表12および12－2　助産師教育に求められる実践能力と卒業時の到達目標（分べん期の診断とケア）より抜粋

80％
以上

60以上～
80％未満

60％
未満

10 例目

で
き
る

お
お
む
ね
で
き
る

努
力
が
必
要

基
準
が
該
当
し
な

い

太字（別表12）
細字（別表12-2)

チェックポイント

※臨地実習施設において該当しない項目を除き、80％以上できている場合は「できる」、
60～80％は「おおむねできる」、60％以下は「努力が必要」と判定する。
該当しない項目は□に／で表記する。

★を実施しない場合はその評価項目は「努力が必要」とする。

評価項目

項目
番号

分べん介助に係る手技 臍帯巻絡の確認 22 3 2 1 0 □ 臍帯巻絡を確認し，巻絡がある場合は適切に解除できた
□ 娩出速度を査定し，述べた目視し産婦の腹圧を逃すための声かけを行った
□ 胎児の大きさに合わせて前在・後在肩甲娩出の程度を判断し，述べた
□ 自然に第4回旋するのを待った
□ 前在肩甲を娩出できた
□ 後在肩甲を娩出できた
□ 児を安全に把持し骨盤誘導線に沿って娩出できた
□ 会陰保護ガーゼを適切に破棄した
□ 把持をしたまま児を母体の腹部に置き母児対面させた
□ 児を分娩台に安全に寝かせた
□ 児の娩出時刻と性別を確認し，述べた
□ 新生児の落下防止につとめた
□ ねぎらいと祝福の言葉を告げた
□ 胎児の娩出後、すみやかに母体の会陰部に近い箇所で止血した
□ 別の器械等を用いてもう一か所適切な位置で止血した
□ 臍帯クリップを止めた
□ 臍帯剪刀を使用し、安全に切断した
□ 分べん経過から自発呼吸確立を診断し，報告した
□ 呼吸様式から自発呼吸確率を診断し，報告した
□ 呼吸様式と筋緊張をすり合わせ児の状態を判断し，報告した
□ 蘇生の必要性の有無を判断し，報告した
□ 児の全身を清拭した
□ 必要時は口腔・鼻腔の吸引を行った
□ アプガースコア１分値を採点した
□ ★剥離徴候を2つ以上から剥離を確認し，述べた
□ 娩出に必要な牽引力を判断した
□ ★遺残の有無を判断し，述べた
□ 臍帯を牽引し，胎盤実質を適切に娩出した。
□ 卵膜を残さないようにゆっくり娩出した
□ 胎盤娩出時刻を伝えた
□ 分娩経過を念頭に軟産道を査定し，述べた
□ 子宮収縮を確認，復古を査定し，述べた
□ 出血量，時期，性状，色調から分べん侵襲や復古状態を査定し，述べた
□ 母体の一般状態から分べん侵襲や復古を査定し，述べた
□ 母体の分べん侵襲，復古を査定し，述べた
□ 早期母子接触中の母体の健康状態を予測し，述べた
□ 早期母子接触が母体に及ぼす影響や効果を予測した
□ 子宮底の高さと硬度を適切な手技で観察し、述べた
□ 必要時，輪状マッサージができた
□ 出血量の計測ができた
□ 適切な手技で母体の一般状態が観察できた
□ 児の分べん侵襲，胎外生活の適応を査定し，述べた
□ 早期母子接触中の児の健康状態を予測し，述べた
□ 早期母子接触が児に及ぼす影響や効果を予測し，述べた
□ 児の計測・観察（外表奇形・分娩外傷）ができた
□ 胎盤・臍帯・卵膜の観察・計測ができた
□ 計測結果を正しく記録することができた
□ 個人情報の保護を遵守した
□ 正確かつ迅速に事実が記載できた

1 必要性の説明 3 2 1
2 実施内容の説明 3 2 1
3 指導者への報告 3 2 1
4 安全の保持 3 2 1
5 安楽への配慮 3 2 1
6 羞恥心への配慮 3 2 1
7 倫理的な態度 3 2 1
8 コミュニケーションによる関係性の構築 3 2 1

0

0

3 2 1 0

26

27

28

29

2

3 2

1

3

3

2 1

3 2

3 2

24

25

2 1 03

2 1 0

3

3

2 1 0

3 2 1 0

3 2 1 0

3 2 1 0

3 2 1 0

3 2 1 0

1 0

1 0

3 2

1 0

1 0

分べん後の母体の査定

出生直後から早期母子接
触・早期授乳を行い、愛着

形成を促す

児の自発呼吸を確認と助成のための査定

分べん介助に係る手技 新生児の自発呼吸の確認及び蘇生

経腟分べんを介助する 安全な肩甲・躯幹娩出の診断

分べん介助に係る手技

肩甲娩出

骨盤誘導線に沿った体幹の娩出

臍帯結紮及び切断

児の状態の査定
出生直後から早期母子接
触・早期授乳を行い、愛着

形成を促す

適切な方法による胎盤娩出

経腟分べんを介助する 安全な胎盤娩出に対する査定

経腟分べんを介助する

胎盤の観察
児及び胎児付属物の計測

分べん介助に係る手技

分娩に係る記録の記載

30

31

32

35

36

37

33

34

早期母子接触のための母体の査定

分べん介助に係る手技
子宮収縮状態の確認

出血状態の確認

経腟分べんを介助する

分べん介助に係る手技

適切なコミュニケーションにより対象者および指導者との関係性を構築した
倫理的な態度であった

項目

概略評価
（全体の印象）

実施前に必要性を指導者と対象者に説明した
実施前に実施する内容を指導者と対象者に説明した
指導者に適切に報告した
安全に実施した
安楽に配慮して実施した
羞恥心に配慮して実施した

23

27
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別表12-2 助産師教育の技術項目と卒業時の到達度に基づく 
ルーブリックの作成過程
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Ⅰ.別表 12-2 助産師教育の技術項目と卒業時の到達度に基づくルーブ

リック評価方法 

1．別表 12-2 助産師教育の技術項目のルーブリック評価方法

別表 12-2 助産師教育の技術項目について、ルーブリック評価基準（表）に基づき

それぞれの技術項目の到達度にチェックする。

２．概略評価項目と概略評価の区分 

1）概略評価 8 項目（全体の印象で評価） 

1 必要性の説明 

2 実施内容の説明 

3 指導者への報告 

4 安全の保持 

5 安楽への配慮 

6 羞恥心への配慮 

7 倫理的な態度 

8 コミュニケーションによる関係性の構築

2）概略評価の区分 

・概略評価 8 項目を全体の印象に基づき 6 段階（1～6 点）で評価する

□ 6 点：指導者・教員からの助言がなく実施できた（90％以上の到達レベル）

□ 5 点：指導者・教員からほとんど助言がなく実施できた（80～89％の到達レベル）

□ 4 点：指導者・教員から少しの助言で実施できた（70～79％の到達レベル）

□ 3 点：指導者・教員からかなりの助言によって実施できた（60～69％の到達レベル）

※許容範囲時間で実施する

□ 2 点：指導者・教員からかなりの助言によってなんとか実施できた（50～59％の到達レベル）

※かなりの時間を要して実施する

□ 1 点：指導者・教員からかなりの助言によっても実施できない（49％以下の到達レベル）

※かなりの時間をかけても実施できない
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Ⅱ.項目 2 分べん進行の診断に係る手技 

8.分娩監視装置の装着

課題１ 分娩監視装置の装着 

到達度 単独で実施できる 

到達度の解釈

（独自） 

指導者の助言や手添えなしに、分娩監視装置を産婦に装着し適切にモニ

タリングできる

１）必要物品の準備（5項目）

1. 適切に環境調整などの準備ができる

2. 事前に分娩監視装置の動作確認・物品に過不足がないかを確認する

3. 分娩監視装置の日時があっているか確認する

4. 分娩進行の状況により排尿を済ませているか確認する

5. ベッド上にベルトを広げる/ベルトを預かる

２）対象の状況に応じた実施（14項目）

1. ベッドに仰臥位になり、お腹を出すように伝える

2. タオルケットで足元から腹部下部まで覆う

3. レオポルドで必要な手技を行う

4. 産婦の体位により必要時はドップラーで心音を聴取する

5. 分娩監視装置の電源を入れ、児心音計の接着面にゼリーをつける。（ゼリーは体温程度

に温めておく）/冷たいゼリーしかない場合はそのことを産婦に説明する

6. 産婦の背部にベルトを２本通し、児背側の心臓部分あたりに児心音計を装着し、児心音

であることを確認する。

7. 子宮底付近で児の臀部あたりの平らな部分に陣痛計を装着する

8. ベルトの圧は適切であるか確認する

9. 仰臥位からファーラー位もしくは側臥位などの体位を調整する

10. 陣痛間欠時（子宮収縮がないとき）に陣痛計の補正を行う

11. 児心音の音量の調整と記録を確認する

12. 計測が正しく行われているか、産婦に不快感や苦痛がないかを確認する

13. 胎児心音の移動や産婦の体位に応じて胎児心拍計と陣痛計の装着部位を変更できる

14. 終了・継続の判断ができる

３）後片付け（2項目）

1. 終了時、腹部についたゼリーをタオルで拭く

2. 適切に後片付けができる

31



5 

＜参考＞ 

今回調査：到達度の割合 2019：96% 2000：94％ 

H28報告書 （p.177） 4：少しの助言で自立して実施できる（CTG やドップラーを用

いて胎児の健康状態を判断できる） 

9.内診

課題 2 内診 

到達度 指導の下で実施できる 

到達度の解

釈（独自） 

内診の説明、実施ができ、観察項目（ビショップスコア 5項目）について

指導者の所見と一致する。 

同）内診により産道及び児の状態が判定できる 

１）必要物品の準備（４項目）

1. 内診する場所（内診室、陣痛室、分娩室）と環境（温度・羞恥心）、物品の準備する

2. 下着を取り、適切な体位を取ってもらうことを説明する/必要時は介助する

3. 不要な露出がないように羞恥心に配慮する

4. 滅菌等の手袋の選択を行う

２）対象の状況に応じた実施（７項目）

1. 手袋を装着する

2. 必要時は消毒を行う

3. 苦痛が最小限となるよう原則、内診指の挿入は陣痛間欠時に行う

4. 必要時、発作時と間欠時の比較を行う

5. ビショップスコア５項目を観察する

6. 破水の有無、出口部の広さや熟化具合、会陰の状態（進展、静脈瘤、浮腫）、産徴の量

や粘稠度、先進部、回旋、便の貯留、脱肛も合わせて観察する

7. 終了することを伝える

３）後片付け（3項目）

1. 必要時新しいパッドに交換する

2. 汚染した部位を拭き取り、下着を装着する

3. 感染に配慮した後片付けができる

＜参考＞ 

今回調査：到達度の割合 2019：92% 2000：90％ 

H28報告書 （p.177） 4：少しの助言で自立して実施できる（内診を適切に実施できる） 

3：指導のもと実施できる（内診の所見がわかる） 
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Ⅲ．項目3 分べん介助に係る手技 

※分娩介助手順書（参考例）に基づき作成

10．分娩野の作成 

課題 3 分娩野の作成 

到達度 単独で実施できる 

到達度の解釈

（独自） 

指導者の助言や手添えなしに、適切な時期に清潔操作により、分娩野を

作成、必要物品を整え、個人防護具（手袋、マスク、ガウン、ゴーグル、

シューズカバー等）を装着できる。

１）分娩野作成の準備（20項目）

（１）環境の準備ができる 

1. 環境調整：温度 25～28℃、湿度 50～60％

2. 分娩室内の機器の準備・点検

3. 分娩台：昇降、補助台などの操作確認

4. 分娩 1～4期までに必要な物品

5. 救急カートの確認

6. 新生児蘇生の確認

7. 機器台周辺の環境整備

8. 酸素の配管の確認

（２）器械の準備ができる 

1. 分娩セットを清潔操作で器械台の上に置く

2. 必要に応じて器械類を清潔操作で追加する

（３）分娩室入室時の準備ができる 

1. 産婦が分娩室入室後は、調光や音に配慮する。

2. （直接介助者は）スタンダードプリコーションの準備をする

3. 産婦の分娩時に必要な物品を分娩室に準備する

4. 産婦の最終排尿を確認して、状況に応じて排尿を促す

5. 産婦の分娩台までの移動を行う

6. 産婦に分娩監視装置を装着する

（４）分娩体位の準備ができる 

1. 分娩進行に合わせて体位をとる（分娩台の高さ、分娩台の角度（ギャッジアップ）、足

台の開脚）

（５）直接介助者の準備ができる 

1．手指の手洗いと消毒を行う

2. 清潔操作でのガウンテクニック
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3. 滅菌手袋の装着

２）分娩野作成（実施）（17項目）

（１）分娩野の作成ができる 

1. 外陰部消毒を行う

2. 清潔な分娩シーツが不潔にならないところで開く

3. 分娩シーツを殿部に敷き込む

4. 原則、陣痛間歇時に敷きこむ

（２）滅菌シーツ類を配置する 

1. 足袋をつける

2. 腹部用の滅菌シーツの輪を産婦側にして２つに折り、腹部の上に置く

3. ベビー用の滅菌シーツを間接介助者に渡す

（３）器械類・ガーゼ準備する 

1. 分娩セット・器械類を使用しやすいように配置する

2. 吸引カテーテルをチューブに接続し、吸引器に接続後、吸引圧を確認する

3. 吸引カテーテルは新生児の安全性を考慮した位置に固定する

4. 顔拭きガーゼを清潔に保てる場所に置く（1枚）

5. 会陰保護ガーゼを作成する（1枚）

6. 肛門保護綿を並べる（5枚程度）

（４）全体を通して配慮する 

1. 分娩台周囲の環境を整える（分娩監視装置、ゴミ箱、吸引器等）

2. 分娩セット展開後、すぐに使用しないときは、使用時まで、清潔に保管することができ

る

3. 産婦の外陰部から終始目を離さず安全に実施できる

4. 産婦の状態に合わせて、優先順位を考えて準備を行う

＜参考＞ 

今回調査：到達

度の割合 

2019：97% 2000：99％ 

H28 報 告 書 

（p.177） 

4：少しの助言で自立して実施できる（分娩野を作成する時期が判断で

き、分娩の準備ができる） 

11．肛門保護 

課題 4 肛門保護 

到達度 単独で実施できる 
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到達度の解釈

（独自） 

指導者の助言や手添えなしに、清潔に留意し，娩出圧に応じて肛門保護

ができる。 

1. 陣痛発作時の努責をしているときに右手（利き手）の四指をそろえて、肛門が隠れる

  くらいの大きさの綿花を肛門にあてて保護する 

2. 左手（肛門保護をしていない手）は急激な児頭娩出に備えることができる

3. 娩出力に応じて、適切な部位・力加減で保護できる

4. 排臨の診断と時間を確認することができる

5. 呼吸法や努責の方向の声かけができる

6. 次のケアを説明できる（会陰保護への切り替え、呼吸法、努責等）

7. 排便時は産婦や家族への臭気に配慮する

8. 排便のある時は少し厚めの保護綿とし、分娩野が汚染しないようにする

9. 滅菌手袋の汚染に注意し、汚染時は臨床指導助産師に報告をして速やかに交換する

＜参考＞ 

今回調査：到達度の割合 2019：96% 2000：96％ 

H28報告書 （p.177） 記載なし 

12．会陰保護 

課題 5 会陰保護 

到達度 単独で実施できる 

到達度の解釈

（独自） 

指導者の助言や手添えなしに、適切な時期に肛門保護から会陰保護に移

行し、その後適切に会陰を保護できる。 

1）会陰保護の移行（5項目）

1. 肛門保護から適切な時期に会陰保護に切り替えることができる

2. 排臨から児頭娩出までは児頭の自然回旋を助けながら、後頭結節が恥骨弓下を滑脱す

るまでは屈位を保たせる

3. 後頭部の娩出を促し、前頭部の娩出を抑制する

4. 左右の側頭結節の同時通過を避け、左右交互に半円を描くようにゆっくり通過させる

5. 排臨・発露の時刻を伝える

2）右手のはたらき：娩出力を確認する（5項目）

1．発露近くなった時点で先進部が小泉門であり、矢状縫合が縦径であることを確認す

る（第２回旋の完了） 

2．会陰の伸展性を確認し、会陰が１～２cm見える位置に保護ガーゼをあてる 

3．指先は、拇指と示指間を十分に開き、陰門に沿って手のひらをあてる 

4．保護ガーゼは手根部にあて、肛門部分と隙間ができないようにする 
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5．加える圧は児頭から受ける圧よりも小さくする 

3）左手のはたらき：娩出の速度を調節する（4項目）

1．児頭の急激な下降や回旋を避けるため、後頭部を会陰の方向に軽く圧しながら児頭の急

激な反屈を防ぐ 

2．後頭結節が恥骨弓から滑脱したら、そのまま児頭に手のひらを密着させ、大泉門が陰裂

近くまで進むのを待つ 

3．ふたたび後頭結節を下方に圧する 

4．項部（うなじ）が恥骨弓下にあらわれたところで左右の側頭結節を陰唇からはずす 

この間、急に児頭娩出をすることがないように指間を広げた手のひら全体でしっかり

児頭を把持する 

4）全体での実施（3項目）

1．短息呼吸の説明ができる

2．呼吸法や努責の方向の声かけができる 

3．会陰の伸展具合を観察する 

＜参考＞ 

今回調査：到達度の割合 2019：88% 2000：84％ 

H28報告書 （p.177） 4：少しの助言で自立して実施できる（母体の損傷が最小限に

なるように会陰保護ができる） 

13．最小周囲径での児頭娩出 

課題 6 最小周囲径での児頭娩出 

到達度 単独で実施できる 

到達度の解釈

（独自） 

指導者の助言や手添えにより、児頭と骨盤の関係に留意し、産婦と呼吸

を合わせて娩出速度を調節して娩出できる。 

1）左手のはたらき（2項目）

1．努責を禁じて、短息呼吸のまま、左手手指を広げて児頭全体を把持し、そのまま

  前頭－前額－顔面－頤部の順に恥骨の方向に支え上げる 

2．陣痛発作時は極期を避けて間歇時か退行期にあわせてゆっくり通過させる 

2）右手のはたらき（2項目）

1．児頭娩出時に会陰部が裂傷しないように、緊張を除去するようにする

2．会陰を左右に寄せて緩みをつくり、児頭の娩出がしやすいように、会陰保護の力を恥骨

方面に軽く押し上げるようにする 

３）児頭娩出から第４回旋まで（1項目）

1．児頭が娩出したら、左手でガーゼを用いて、顔を上から下へぬぐって鼻腔の分泌物を

  取り除く 
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4）左手のはたらき（1項目）

1．児の頸部への臍帯巻絡の有無を調べる（中指または示指を恥骨弓下に挿入）

5）右手のはたらき（2項目）

1．会陰保護の手はそのままとする

2．第 4回旋は自然に任せる 

＜参考＞ 

今回調査：到達度の割合 2019：77% 2000：73％（※到達度を下げる：４点「少しの助言」評価観

点の手技） 

H28報告書 （p.177） 4：少しの助言で自立して実施できる（児頭を最小周囲径で娩出できる） 

14．肩甲娩出 

課題 7 肩甲娩出 

到達度 単独で実施できる 

到達度の解釈（独自） 指導者の助言や手添えにより、会陰の伸展を確認しながら、第４回旋を確認

し前在・後在肩甲肩甲を娩出できる。 

1．第 4回旋の終了を確認する

2．前在肩甲を娩出する（把持ができる目安：1/2～2/3） 

3．会陰保護を実施したまま後在肩甲を娩出する 

4．急激な飛び出しに備えておくことができる 

5．必要時は第 4回旋を助長できる 

＜参考＞ 

今回調査：到達度の

割合 

2019：85% 2000：78％（※到達度を下げる：４点「少しの助言」評価観点の

手技） 

H28 報 告 書 

（p.177） 

4：少しの助言で自立して実施できる（適切な方法で肩甲娩出ができる） 

15．骨盤誘導線に沿った体幹の娩出 

課題 8 骨盤誘導線に沿った体幹の娩出 

到達度 単独で実施できる 

到達度の解釈

（独自） 

指導者の助言や手添えなしに、骨盤誘導線に沿って安全に娩出させ、安

全に児を分娩台に寝かせた。もしくは母に抱かせた。さらに、出生時間

を確認できる。 

1．児の両側腋窩に拇指と示指をそれぞれ挿入し、中指・薬指・小指を胎児の背部または胸

部に広範囲になるようにまわし、両側から児体をしっかり把持する

2．骨盤誘導線の延長方向へ娩出させる 
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3．後在肩甲娩出が終了した時点で会陰保護ガーゼはゴミ箱に捨てる 

4．把持をしたまま児を母体の腹部に置き母児対面する 

5．児を分娩台に安全に寝かせ、児の娩出を終了する 

6．児の娩出時刻と性別を伝える 

7．ねぎらいと祝福の言葉を告げる 

8．直接介助者は新生児の落下防止の観点から分娩台との隙間を作らない 

9．子宮底の高さと硬度を確認する 

10．血圧低下に留意した体位をとる 

11．出血がないかを確認する 

＜参考＞ 

今回調査：到達度の割合 2019：90% 2000：86％ 

H28報告書 （p.177） 4：少しの助言で自立して実施できる（躯幹を安全に支え骨

盤誘導戦に沿って娩出できる） 

16．臍帯巻絡の確認 

課題 9 臍帯巻絡の確認 

到達度 単独で実施できる 

到達度の解釈

（独自） 

指導者の助言や手添えなしに、臍帯巻絡を確認し，必要時安全に解除

できる。 

1．臍帯巻絡の有無を確認できる

2．臍帯巻絡が合った場合は必要によって解除できる 

＜臍帯巻絡がゆるい場合＞ 

1．臍帯巻絡があり解除する場合は、右手の会陰保護は離さない

2．左手の第２指と第３指で臍帯を引き出し、胎児の児頭をくぐらせて解除する 

＜臍帯巻絡２回以上の場合＞ 

1．２本のコッヘルでとめて、コッヘル間を臍帯剪刀で切断する 

2．コッヘルを児の首回りを回すようにして巻絡を解除する 

3．切断・解除後は会陰保護を再開する 

＜参考＞ 

今回調査：到達度の割合 2019：89% 2000：86％ 

H28報告書 （p.177） 4：少しの助言で自立して実施できる（臍帯巻絡の有無を

確認し、対応できる） 

17．臍帯結紮及び切断 

課題 10 臍帯結紮及び切断 
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到達度 単独で実施できる 

到達度の解釈

（独自） 

指導者の助言や手添えなしに、新生児の安全に留意して臍帯の結紮

（臍帯クリップ）切断できる。 

1．胎児の娩出直後に、拍動停止を待たずにすみやかにコッヘル止血鉗子を母体の会陰部に

近い箇所で止める

2．別のコッヘル止血鉗子で臍輪より２cm上方の部分を圧挫したあと、その約２cm上方を止

める 

3．圧挫した部分に臍帯クリップを止める 

4．切断時は児の体表を傷つけないように臍帯剪刀を使用し、血液汚染しないように 

 ガーゼで保護する 

5．（直接介助者の）左手の拇指と薬指で臍帯クリップを押さえて臍帯をはさみ、圧挫しなが

ら切断する 

6．臍帯剪刀の先は介助者の手のひらの方向にする 

7．切断後は止血の有無を確認し、必要時はポビドンヨード製剤で消毒する 

8．直接介助者は新生児の落下防止の観点から分娩台との隙間を作らない 

＜参考＞ 

今回調査：到達度の割合 2019：96% 2000：95％ 

H28報告書 （p.177） 4：少しの助言で自立して実施できる（臍帯を結紮し、適切に切

断できる） 

18．新生児の自発呼吸の確認及び蘇生 

課題１1 新生児の自発呼吸の確認及び蘇生 

到達度 指導の下で実施できる 

到達度の解釈（独自） NCPRアルゴリズム STEP４（蘇生の初期措置後の評価）までを、処

置が効果的でない場合に備えて指導者と一緒に実施する 

1．顔面を再度、ガーゼで清拭をする

2．ガーゼで全身の羊水を清拭して保温する 

3．必要時は口腔・鼻腔の吸引を行う 

4．NCPR STEP1（出生直後の児の状態評価）を実施する 

5．NCPR STEP2（ルーチンケア）を実施する 

6．アプガースコア１分値の採点をする 

＜参考＞ 

今回調査：到達度の割合 2019：93% 2000：90％ 

H28報告書 （p.177） 4：少しの助言で自立して実施できる（児の自発呼吸を確認

し、必要時助成できる） 
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19．適切な方法での胎盤娩出 

課題１2 適切な方法での胎盤娩出 

到達度 単独で実施できる 

到達度の解釈（独自） 指導者の助言や手添えなしに、胎盤剥離徴候を確認し、適切な時

期、方法で娩出できる。さらに、娩出の様式、娩出時間を確認でき

る。 

1．胎盤剥離徴候のうち 2つ以上の剥離徴候を確認する

2．胎盤用の膿盆を置き、臍帯血の採取が終わっていることを確認する 

3．子宮内反に注意して娩出することができる 

4．右手の示指と中指でとめたコッヘルをはさみ、ゆっくりと骨盤誘導線の方向に牽引する 

5．左手の手のひらにガーゼをひろげてのせ、会陰近くで排出した胎盤を受ける 

6．胎盤はガーゼで全体を包み込みながら娩出する 

7．胎盤の１/2が出たら両手で把持し、少し手元を下げて後血腫を卵膜で包むようにし、同

一方向に回転させながら、上下かつ手前に引きながら娩出させる。無理にはひっぱらな

い。 

8．臍帯にとめたコッヘルをけん引する時は、会陰部に近いところで止めなおす。 

9．卵膜を残さないようにゆっくり娩出させる 

10．胎盤が胎児面（シュルツ様式）ではなく母体面（ダンカン様式）・反母体面（混合様式）

の娩出のときには、胎児面に直して娩出する 

11．胎盤娩出時刻を伝える 

12．娩出後はただちに胎盤実質と卵膜の欠損の有無を精査する（一次精査） 

13．膀胱充満時は導尿を行う 

14．必要時は縫合前にシーツの交換を行い、出血量を計測する 

＜参考＞ 

今回調査：到達度の割合 2019：94% 2000：91％ 

H28報告書 （p.177） 4：少しの助言で自立して実施できる（適切な方法で胎盤娩出

ができる） 

20.胎盤の確認

課題 13 胎盤の確認 

到達度 単独で実施できる 

到達度の解

釈（独自） 

指導者の助言や手添えなしに、胎盤の一次精査を正確に観察できる。 

40



14 

1．胎盤実質・卵膜の欠損の有無が確認できる

2．正確に胎盤・臍帯・卵膜の観察・計測ができる 

3．計測結果を正しく記録することができる 

＜参考＞ 

今回調査：到達度の割合 2019：94% 2000：91％ 

H28報告書 （p.177） 4：少しの助言で自立して実施できる（適切な方法で胎盤娩出が

できる） 

21．軟産道の状態の確認 

課題１4 軟産道の状態の確認 

到達度 指導の下で実施できる 

到達度の解釈（独自） 指導者（医師）の指導の下で軟産道の状態の確認ができる 

1）会陰の観察

1. 裂傷の有無、会陰切開・出血の状態を観察する

2）クスコ式腟鏡での観察

1．腟内の損傷・血種の確認を行う

3）ジモン式腟鏡での観察

・損傷の程度が大きいか、深い場合、あるいは出血部位が不明な場合のことが多い

・必要時は縫合の判断を行う

＜参考＞ 

今回調査：到達度の割合 2019：83% 2000：81％ 

H28報告書 （p.177） ３：指導のもと実施できる（分娩後の軟産道を観察し、診断でき

る） 

22.子宮収縮状態の確認

課題 15 子宮収縮状態の確認 

到達度 単独で実施できる 

到達度の解釈

（独自） 

指導者の助言や手添えなしに、子宮収縮状態の観察ができる。 

1．子宮底の高さと硬度を観察することができる

2. 必要時は輪状マッサージを実施できる

＜参考＞ 

今回調査：到達度の割合 2019：98% 2000：99％ 

H28報告書 （p.177） 4：少しの助言で自立して実施できる（分娩後の子宮収縮の状
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態を観察し、診断できる） 

23.出血状態の確認

課題 16 出血の状態の確認 

到達度 指導の下で実施できる 

到達度の解釈

（独自） 

出血量が多いと予測される場合は、指導者が実施するが、それ以外の場

合は学生が正確に出血量および一般状態を確認できる 

1．流血、性状や混入物を観察することができる

2． 正確に出血量を計測できる 

3． 一般状態を観察できる 

4． 感染に配慮して後片付けができる 

＜参考＞ 

今回調査：到達度の割合 2019：97% 2000：98％ 

H28報告書 （p.177） 4：少しの助言で自立して実施できる（分娩後の出血の状態

を観察し、診断できる） 

24．児及び胎児付属物の計測 

課題 17 児及び胎児附属物の計測 

到達度 指導の下で実施できる 

到達度の解釈

（独自） 

指導の下、胎盤の二次精査および新生児を正確に観察、計測できる。 

1）新生児

1．正確に児の計測・観察（外表奇形・分娩外傷）ができる

2）胎児附属物

1. 胎盤実質・卵膜の欠損の有無が確認できる

2. 正確に胎盤・臍帯・卵膜の観察・計測ができる

3. 計測結果を正しく記録することができる

4. 感染に配慮した後片付けができる

＜参考＞ 

今回調査：到達度の割合 2019：97% 2000：96％ 

H28報告書 （p.177） 該当なし 

25．分娩に係る記録の記載 

課題 18 分べんに係る記録の記載 
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到達度 指導の下で実施できる 

到達度の解釈

（独自） 

助産録・出生証明書・母子健康手帳については学生用の記載用紙に必要

事項を記載できる 

1. 個人情報の保護に配慮することができる

2. 正確かつ迅速に事実が記載できる

＜参考＞ 

今回調査：到達度の割合 2019：88% 2000：90％ 

H28報告書 （p.177） 該当なし 
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令和 4年度 厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

分担研究報告書 

研究２：助産技術習得のための教育プログラム評価用 OSCEの作成 

Development of OSCE for Evaluation of Educational Programs for the 

Acquisition of Midwifery Skills 

研究代表者 村上明美 （神奈川県立保健福祉大学） 

研究分担者 眞鍋えみ子（同志社女子大学大学院） 

和泉美枝 （同志社女子大学大学院） 

研究要旨 

本研究では、分べん介助に必要な助産実践能力、技術の習得状況を評価するための、学修

評価項目と OSCE課題、OSCE評価表、OSCE実施要項を作成することを目的とした。 

「看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン」の別表 12「助産師に求められる実

践能力と卒業時の到達目標別表」や、別表 12-2「助産師教育の技術項目と卒業時の到達度」、

実習前 OSCE 課題（全 24 項目）を参考に、研究者間で検討を重ね、学修評価項目、OSCE 課

題、OSCE評価表を作成した。 

さらに、OSCEを受験する学生数、OSCEを実施する大学の設備状況、受験する OSCEの課題

数、OSCEの実施時間、模擬患者や評価者の養成に要する時間などを考慮し、OSCE実施要項

を作成した。 
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A. 研究目的

本研究の目的は、分べん介助に必要な助

産実践能力、技術の習得状況を評価するた

めの、学修評価項目とOSCE課題、OSCE評価

表、OSCE実施要項を作成することである。 

B. 研究方法

「看護師等養成所の運営に関する指導ガ

イドライン」の別表12「助産師に求められる

実践能力と卒業時の到達目標別表」や、別表

12-2「助産師教育の技術項目と卒業時の到

達度」、実習前OSCE課題（全24項目）を参考

に、研究者間で検討を重ね、学修評価項目、

OSCE課題、OSCE評価表を作成した。 

さらに、OSCEを受験する学生数、OSCEを実

施する大学の設備状況、受験するOSCEの課

題数、OSCEの実施時間、模擬患者や評価者の

養成に要する時間などを考慮し、OSCE実施

要項（資料１）を作成した。 

C. 研究結果

「初産婦の分娩第1期における陣痛の観 

察と指導助産師への報告」と「初産婦の分娩

第1期における破水時の観察とケア、指導助

産師への報告」の2つのOSCE課題とそれに付

随するOSCE評価表、学修評価項目を作成し

た。 

さらに、OSCE実施タイムスケジュール、運

営者や評価者、模擬患者の役割と業務、受験

学生や評価者、模擬患者のオリエンテーシ

ョンのスケジュールと内容を記載したOSCE

実施要項を作成した。 

D．考察 

卒業時において、助産学生に習得が必須

とされる、分べん期の実践能力を客観的に

評価できる、OSCE課題と評価表、OSCEを実施

するための実施要項が作成できたと考える

が、次年度に助産師経験者から助言をいた

だき、さらにブラッシュアップを行う。 

加えて、作成したOSCE課題などを用いてO

SCEプレテストを行い、OSCE課題や評価表、

OSCE要項の妥当性を検証する必要があると

考える。 

E．結論 

分べん介助に必要な助産実践能力、技 

術の習得状況を評価するための、学修評価

項目とOSCE課題、OSCE評価表、OSCE実施要項

を作成し、今後ブラッシュアップを行う。 

文献 

保健師助産師看護師学校養成所指定規則別

表二 （第三条関係） 
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資料 

資料１ OSCE 実施要項 
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令和 4年度 厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

分担研究報告書 

研究３：助産技術修得のためのシミュレーション教育プログラム実施にむけた 

マヒドン大学シミュレーションセンター視察報告

Mahidol University Simulation Laboratory Inspection Report for Implementation 

of Simulation Education Program for the Acquisition of Midwifery Skills 

研究代表者 村上明美 （神奈川県立保健福祉大学） 

研究分担者 渡邊浩子 （大阪大学大学院） 

松﨑政代 （大阪大学大学院） 

渡邊典子 （新潟青陵大学） 

宮川幸代 （同志社女子大学） 

研究要旨 

 本研究では令和５年度に実施を予定している「助産技術修得のためのシミュレーション

を用いた教育プログラムの評価」の準備のために、新型コロナウィルスのパンデミック前よ

り、助産技術教育に高機能シミュレーターを活用しているタイ王国のマヒドン大学看護学

部のシミュレーションセンターを視察し、シミュ―レーションを用いた教育・運営方法、評

価方法に関する以下の知見を得た。 

タイ王国と日本の助産教育や資格制度は異なるものの、マヒドン大学看護学部 Maternal

Newborn Nursing and Midwifery コースではシミュ―レーション教育が助産技術演習とし

て定着し、学生は提示された分娩第Ⅱ期のシナリオに沿って、高機能のシミュレーターを使

用し、小グループで助産過程を展開していた。教員はシナリオ準備とルーブリックを用いた

シミュレーション評価を行っていた。運営においては、シミュ―レーションの物品管理から

学生指導を行う演習補助のスタッフ（看護師・技術者）を雇用し、教員の負担を増加させる

ことなくシミュレーション教育が行われていた。技術チェックは 3 段階のルーブリック評

価が使用されていた。高機能のシミュレーターを使用することで、刻々と変化する分娩期の

助産診断をリアルタイムで展開でき、臨床判断能力の向上が期待できる。 

タイ王国では看護基礎教育の中で学生全員が分娩介助 3 例程度を経験することから、演

習内容は分娩第Ⅱ期のシミュ―レーションに限定されていた。一方日本では、助産師教育は

看護基礎教育の上に積上げられており、特に分娩期のマタニティケア能力は習得すべき必

須能力の一つである。さらに、ハイリスク妊産婦も増えていることから、異常編も含めた分

娩第Ⅰ期～第Ⅳ期全てのシナリオを提示し、シミュレーション教育を展開する必要がある。 
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A. 研究目的

本視察の目的は、令和５年度に実施を予

定している「助産技術修得のためのシミュ

レーションを用いた教育プログラムの評価」

に向けて、高機能シミュレーターを助産技

術教育に活用している大学を視察し、シミ

ュ―レーションを用いた教育・運営方法、評

価方法に関する知見を得ることである。 

B. 視察先

タ イ 王 国 の Ramathibodi School of

Nursing Faculty of Medicine Ramathibodi 

Hospital, Mahidol University（資料：写真

1～3） 

参考：国立マヒドン大学は 1949 年開設さ

れ、タイの大学ランキング 1 位（2020 年）

である。2022 年４月より大阪大学医学部保

健学科と MOU を締結し、教員・学生間の

学術交流を実施している。 

C．視察日：2023 年 1 月 6 日（金） 

D.視察事項

１．看護学部 Maternal Newborn Nursing 

and Midwifery コースで実施しているシミ

ュレーション教育・運営方法、評価方法の取

り組み 

２．Simulation laboratory （助産演習室）

を見学し、シミュレーターの活用の実際、演

習の実施方法等の情報収集 

３．シミュレーション教育の在り方につい

てのディスカッション 

E.視察対応者＜Mahidol University＞

・Assoc. Prof. Dr. Poolsuk Janepanish

Visudtibhan (看護学部長) 

・Assoc. Prof. Dr .Srisamon Phumonsakul, (専

攻長, Division of Maternal Newborn Nursing

and Midwifery)

・Assist. Prof. Dr. Sailmon Gerdprasert,

( イ ン ス ト ラ ク タ ー , Division of

Maternal Newborn Nursing and 

Midwifery) 

・Assist, Prof. Dr. Jumpee Granger, (副所

長 , International Relations 

Ramathibodi School of Nursing 

Faculty of Medicine Ramathibodi 

Hospital)  

・Simulation lab の管理者 2 名

F.視察報告

1．タイ王国の助産師教育

助産師教育は学士課程の看護統合カリキ

ュラムの中で実施されている。学生全員が

助産師教育を受けており、看護師と助産師

の国家試験受験資格を取得できる。また助

産師免許取得に性別の制限はない 1)。 

２．マヒドン大学 Ramathibodi School of 

Nursing の Maternal Newborn Nursing 

and Midwifery コースでの助産技術教育の

実際 

資料 1 には視察時の写真およびスライド

を示す。 

１）シミュレーション教育運営方法

（資料：スライド,写真 4･5） 

(1)運営方法

１学年 150 名の学生が 3 年次の母子ケア

を、４年次では分娩期のケアおよび分娩介

助の演習を行い、臨床にて１人１～３例の

   67



分娩介助を行っている。学生を４名程度の

少人数のグループに分け、正常分娩経過の

事例を提示し、学生が産婦役・助産師役をし

ながら、ケアを提供、アセスメントしてい

る。演習はブリーフィングセッション→シ

ミレーションセッション→デブリーフィン

グセッションで構成されている。 

(2) シナリオとワークシート

分娩介助の対象は正常妊婦であること、1

学年 150 人の学生が分娩介助をすることか

ら分娩正常編のみのシナリオで演習がされ

ている。 

ワークシートはシミュレーションによる

実習目的、時間などの教育に関わること、事

例の紹介、環境の設定、分娩経過正常編のシ

ナリオで構成されている。4 名程度の学生

が１グループとなり、全員で 1 事例のシミ

ュレーションを実施する。学生間で患者役

と助産師役を担当している。 

２）母性・助産演習専用シミュレーション

センターの概要（資料：写真 7～13）

(1)設備：シミュレーションセンターは新型

コロナウィルスパンデミック前に整備され

ている。センター内には演習室と管理室が 

整備されている。天井にはシミュレーショ 

ンルームにいる全員が介助者の手技、モデ

ル人形の外陰部の観察ができるよう、頭側

にモニターが設置されている。 

演習室内の様子はビデオシステムで全録 

が可能であり、管理室からは演習室内への

指示および観察ができ、ブリーフィング後

の振り返り、ディスカッションが効果的に

行えるようになっている。 

(2)備品：高機能シミュレーター（SimMom、 

Laerdal 社）1 台が設置されている。内診外

診の演習、子宮内胎位の変更、各分娩様式の

分娩介助演習が可能であり、特にハイリス

クの診断・技術のスキルの習得が向上でき

る。モニターには胎児心拍陣痛図（CTG）と

母体のバイタルサインが同時に表示され、

リアルタイムで母児の健康状態を評価しな

がら分娩期のケアが提供できるようになっ

ている。 

演習室内には分娩介助に必要な物品が棚

に整備されており、学生間で分娩経過をア

セスメントし、ケアに必要な物品を選択し、

分娩期の臨床判断能力の向上につなげてい

る。 

３）評価方法

演習での技術チェックはルーブリックを 

使用し評価されている。ワークシート内に

は「実践していない」「実施しているが不適

切」「適切に実施できている」の 3 段階の教

員評価欄が設けてある。 

D．考察 

１．シミュレーション教育の有効な運営方

法 

シミュレーション教育は、学習者が能動

的に学習に向かう学習（active learning）

の教育のひとつとして位置づいており、学

習者の能力に基づいた教育を行うための有

用な教育方法である 2）。実際の臨床場面を

リアルに再現した状況で、学習者がその経

験を振り返り、ディスカッションを通して

専門的な知識・技術・態度の統合を図ること

を目指している。小グループで運営するこ

とで、学生間の技術修得が期待でき、臨床判

断につなげられる。 

マヒドン大学では４人程度で構成された
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グループで、シナリオを基に学生同士で助

産技術の学びを深める運営方法を取ってい

た。シナリオは正常編のみであったが、臨床

を模擬的に想定した環境でシミュレーショ

ンを行い、そのシミュレーションの流れは、

「ブリーディングセッション（導入）」を実

施したうえで、「シミュレーションセッショ

ン」を実施し、学習者が経験をした後に、

「デブリーフィングセッション（振り返り）」

を行う方法で構成されていた。これにより、

令和５年度に実施を予定している「助産技

術修得のためのシミュレーションを用いた

教育プログラム」においても、そこで起きた

ことや考えたことを振り返って知識や技術

の定着が強化できるよう、学生間で学び合

う運営方法を検討する必要がある。 

２．シナリオについて 

タイでは看護基礎教育の中で学生全員が

分娩介助 3 例程度を経験することから、マ

ヒドン大学での演習は分娩第Ⅱ期のシナリ

オに限定されていた。日本では、助産師教育

は看護基礎教育の上に積上げられており、

特に分娩期のマタニティケア能力は習得す

べき必須能力の一つである。ハイリスク妊

産婦も増えていることから、異常編も含め

た分娩第Ⅰ期からⅣ期全ての時期のシナリ

オを提示し、シミュレーション教育を展開

する必要がある。 

全国助産師教育協議会では、新型コロナ 

ウィルス感染症の影響により、2020年度の

助産学実習受け入れ中止に伴う実習代替案

として、学内実習を通して臨床の場で修得

すべき“助産過程の展開の基本と安全で基

本的な介助技術を養うための理論・知識・技 

術・態度”を到達するための質の担保を図る 

ために学内実習指針 3)を作成し、会員校に 

提示した。シナリオは、正常経腟分娩、正常 

から軽度逸脱した経腟分娩、異常分娩とし、 

GDM合併、HDP合併、硬膜外麻酔分娩、吸引 

分娩、帝王切開分娩、継続事例も含めた 26 

事例としている。次年度予定しているシミ 

ュレーションを用いた教育プログラムでは、 

これらのシナリオを有効活用する。 

３．評価方法について 

ルーブリックは学習の達成度を表を用い

て測定する評価方法である。学生が自らの 

評価と教員による評価の違いを知ることで、 

学習目標が達成できている部分とできてい 

ない部分、強化すべき部分を学生自身で確 

認できるメリットがある。また、評価者に 

とっても、ルーブリックを活用することで、 

ある一定の評価の観点と基準に基づいた評 

価を行うことができるメリットがある。マ 

ヒドン大学では「実践していない」「実施し

ているが不適切」「適切に実施できている」

の 3 段階評価がされていた。本研究でも 3

段階のルーブリック評価が有用と思われる。 

E.本教育プログラムへの知見

令和５年度に実施を予定している「助産

技術修得のためのシミュレーションを用い

た教育プログラムの評価」では、臨床を模擬

的に想定した環境でシミュレーションを行

えるよう、学生間の学びが深まる少人数制

のグループワークとし、ブリーディングセ

ッション、デブリーフィングセッションを

シミュレーション教育に含め、正常編、異常

編のシナリオを提示する。可能な限り高機

能シミュレーターを整備することが望まし

い。もしくは近隣の大学が協力しあうこと
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も検討する。ルーブリックを用いる評価方

法は学生と教員双方に有用である。 
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資料１ 視察内容（写真等） 

A. 視察先

タイ王国の Ramathibodi School of Nursing Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital,

Mahidol University 

B.視察事項（本文 F.視察報告参照）

マヒドン大学 Ramathibodi School of Nursing の Maternal Newborn Nursing and

Midwifery コースでの助産技術教育の実際 

1. シミュレーション教育運営方法

マヒドン大学で実施しているシミュレーション教育の実際について、以下のスライド

を基に講演（資料は英語、タイ語、日本語で示す） 

写真 1～3：マヒドン大学 看護学部 マヒドン大学附属病院に隣接 

71



写真 4･5：シミュレーション教育についての講演（カリキュラム、シナリオ、評価等）と教育の在

り方についてのディスカッション 

写真 6：学長と参加者との歓迎セレモニー 
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2. 母性・助産演習専用シミュレーションセンターの概要

写真７：分娩第Ⅱ期、産後出血、肩甲難産のシミュレ

ーションを学生 4 名で実施する。学生は、シナリオを

参考にケアを考え実施し記録を行う。実習前に実施。 

写真 8：血圧、子宮収縮、CGT の変化

を管理部屋から PC でシナリオに沿っ

て行う。CTG モニターが変化し、子宮

収縮も触診でわかるシミュレータ－は

臨床場面をリアルに再現できる。 

写真 9：管理室 

写真 11:管理室 

写真 10：学生はこの中から必要物品を選択してケアを

行う 
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写真 12：高機能シミュレーター 

写真 13：子宮収縮も触診で評価できる。管理室は鏡になっ

ており、学生から管理室は見えない。管理室から学生の技術

評価も行える。 
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令和 4年度 厚生労働行政推進調査事業費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業） 

分担研究報告書 

研究４：助産技術習得のための教育プログラムに関する有識者ヒアリングの結果報告 

Report on the Results of the Expert Hearing on Educational Programs for the 

Acquisition of Midwifery Skills 

研究代表者 村上明美 （神奈川県立保健福祉大学） 

研究分担者 野原留美 （香川大学大学院） 

松﨑政代 （東京医科歯科大学大学院） 

浅見恵梨子（甲南女子大学） 

和泉美枝 （同志社女子大学大学院） 

谷口千絵 （神奈川県立保健福祉大学） 

藤井宏子  （岡山大学大学院） 

 眞鍋えみ子（同志社女子大学大学院） 

宮川幸代 （同志社女子大学大学院） 

    渡邊浩子 （大阪大学大学院） 

    渡邊典子 （新潟青陵大学） 

研究要旨 

 本研究では助産技術習得のために作成された教育プログラムの実施可能性と表面妥当性

を検討するために、助産師教育に関わりのある 4つの職能団体の助産師、医師、教育関係者

等に対してヒアリングを行った。 

ヒアリングで提示した教育プログラムは、実習施設や分べん数の確保が困難等の限られ

た教育環境においても分べん（第Ⅰ期～Ⅳ期）10 例程度を実際に介助するのと同等の能力

を修得することが可能となるように考案したプログラムである（参照：教育プログラムの作

成プロセス）。  

 結果、ヒアリングでは、少子化やハイリスク出産の増加等の周産期の現状から本教育プロ

グラムの重要性・必要性について認められた。また、本プログラムの学習効果、評価方法、

現場（臨床・養成校）へのメリットについて肯定的な意見が聞かれた。一方で、シミュレー

ションだけでは習得できない能力があり、その補完についての必要性に関する意見もあっ

た。本プログラム内容は、実施可能であり、内容や評価方法も妥当性が示された。今後本プ

ログラムの教育効果を検証する予定であり、プログラムの効果、フィージビリティの評価を

行う以外に、臨床でなければ習得できない具体的な能力をも明らかにする必要性も示され

た。
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A. 研究目的

本研究の目的は、助産技術習得のために

作成された教育プログラム（参照：教育プロ

グラムの作成プロセス）について、助産師教

育に関りのある助産師、医師、教育関係者の

有識者に対してヒアリングを行い、プログ

ラム内容の実施可能性、妥当性を明らかに

することである。 

B. 研究方法

１．ヒアリングまでの経過 

１）ヒアリング対象者の選定

日時：令和 4年 6月 12日(日) 

場所：同志社女子大学今出川キャンパス 

 会議において、ヒアリング対象者の選定

を行った。選定基準は助産師教育に関連の

ある職能団体と教育関係者とし、職能団体

は、日本看護協会、日本助産師会、日本産婦

人科医会、日本産科婦人科学会とした。 

２）説明資料・インタビューガイドの作成

ヒアリング時に使用する説明資料「助産

技術習得のための教育プログラムの評価 

研究計画書」および説明用パワーポイント

を作成した。インタビューガイドの質問項

目は、教育プログラムに対する肯定的意見、

教育プログラムに対する否定的意見、課題、

その他とした。 

３）ヒアリング対象者への依頼

研究代表者より各職能団体に対し、本研

究の目的、ヒアリングの主旨、実施時期、方

法、助産師教育に造詣の深い会員の推薦、推

薦いただける場合は対象者の氏名と連絡先

の回答をお願いする依頼文を送付した。そ

の後、各職能団体から推薦のあった対象者

および教育関係者と直接連絡を取り、日程

調整を行ってヒアリングを実施した。 

２．実施方法 

ヒアリング対象者には事前に説明資料

「助産技術習得のための教育プログラムの

評価 研究計画書」を送付した。説明用パワ

ーポイントを用いてプログラム案の概要を

説明し、インタビューガイドにしたがって

意見を求めた。またヒアリングは zoomを用

いて行い、対象者の許可を得て録画した。 

3．分析方法 

インタビューガイドの質問項目（教育プ

ログラムに対する肯定的意見、教育プログ

ラムに対する否定的意見、課題、その他）に

そって、ヒアリング内容を記述し、類似する

内容をまとめ抽象度をあげて、テーマを抽

出した。 

C. 研究結果

1．概要

予定していた全ての職能団体および教育

関係者からヒアリングの承諾が得られた。 

対象者は、医学教育の専門医師、日本産

科婦人科学会 周産期委員会委員長・産婦
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人科教授、日本助産師会 副会長・助産学

教授、日本産婦人科医会 常任理事・産婦

人科教授、日本看護協会常任理事、病院看

護部長の６名であった。 

研究代表者および研究分担者が、令和 4

年 10 月 20 日～11 月 2 日までの期間で、1

団体につき 1～2名の対象者（有識者）に対

し、1回の平均 51分（40～65分）のヒアリ

ングを行った。

2．ヒアリングの内容 

インタビューガイドに沿い、１）教育プ

ログラム案に対する肯定的意見、2）教育

プログラム案に対する否定的意見、3）課

題、4）その他、ごとに、抽出されたテー

マとその代表的な語りを示す。

１）教育プログラム案に対する肯定的意見

①少子化の時代にシミュレーションを活用

することは有効（プログラムは必要）

・少子化の時代にあって、シミュレーショ

ンを取り入れることの方が現実的であ

る。シミュレーションでは途中で止めて

考えさせたり、振り返りができたり、繰

り返し練習もできるため、安全で効果的

である。 

・プログラム群のようにするのが社会のニ

ーズであり安全でもあるため、これが一

般的な流れになってくるのではないか

（夜間実習を行ったり実習期間を延長し

たりして直接介助 10例を必ず行うこと

を考えるより良い方法だと思う）。プロ

グラム群のような方法を行う中でコント

ロール群より到達度を上げるためにはど

うしたらよいかを考える方がよい。 

・分べん数が減り、COVID-19の影響によ

り実習できない現状であり、重要な研究

である。

・Ａ県は分べん数に対する助産師数が日本

で最下位に近い。実習施設を探すのも大

変苦労しているため理解できるテーマで

ある。

・分べん件数が減少する中で、緩やかな方

向性として必要だと思う。

・分べん数が少ない施設で、学生が待機し

ている時間に臨床でシミュレーションを

活用することは有効である。

②シミュレーション（本教育プログラム）

で学修効果があがる 

・臨床実習ではできないがシミュレーショ

ンでならできることがあるので、到達度

は上がるのではないか。 

・プログラム群はシミュレーションの効果

的な学習方法やシミュレーターの扱いに

慣れてくるため、実習以外の時間にも繰

り返し自己学習をするようになり、コン

トロール群より成績が上がるのではない

か（コントロール群では実習自体が忙し

く練習する時間も少ない）。 

・分べん第 2期で 10例介助したとしても

技術的な到達度は決して十分とは言えな
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い。むしろ第 1期のアセスメントが重要

だと思う。学内実習で確実に分べん第 1 

期の振り返りをした学生から提出された

記録は（10例介助した学生と比べ）差

はないと感じている。 

・学内実習で分べん介助数を補足した学生

が入職し、助産師として問題なくキャリ

アをスタートしている姿を見ているので

提示の教育プログラムは妥当である。 

・10例介助したからといって即一人前と

はならないのは研修医も同じである。分

べんのプロセスの振り返りをすることが

大切である。振り返りは画一的になる必

要はなく、一定のプロトコールがあれば

よい。

・分べん第Ⅰ期を長く関わったけれど帝王

切開に至ったなど、実際に学生が関わっ

た異常分べんの症例に対して実習施設で

実習指導者とともに分べん介助シミュレ

ーションによって振り返りをすることは

非常に学びが深いと考える。分べん件数

が満たない時にそれを 1例とカウントす

ることは賛成である。

・分べん介助シミュレーションを使用する

ことで、異常分べんとなって介助できな

かった症例に対して落ち込むのではなく

繰り返し振り返ることで前向きにとらえ

られるようになり、より成長できると考

える。

③ルーブリック評価・差なしの仮説は妥当

・実際の場面でルーブリックを用いて評価

するのは妥当である。

・仮説は、コントロール群とプログラム群

に差はない、でよいと思う。助産師の研

究者は、本来は現場での実習が大切であ

ると考えている。そのようなスタンスで

研究し仮説を検証するため、問題ない。

・中間評価をどのように生かすのかは課題

となるが、最終的な評価を本プログラム

の評価とするのであれば賛成である。

④現場（臨床・養成校）にメリットがある

・実習施設、学生も介助数を心配するとい

うストレスが軽減される。現場にもよい

効果をもたらすと確信できるプログラム

である。

・教育機関間での到達度に相違があるた

め、外部評価を入れることにもメリット

がある。

2）教育プログラム案に対する否定的意見

①臨地実習の代替案になってはならない

・産婦とのやり取りや、思いやる心を育て

ることは臨床にはかなわない（緊張感が

全く違うため）。

・研究結果によりシミュレーション教育が

有効となった場合に、直接分べん介助の

10 例という基準を減らすことや臨地実

習をなくしていこうという方向にはなら

ないでほしい。シミュレーションが臨地

実習の代替案になってはならないと考え

る。臨床で実習することで専門職として
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の根本などを学ぶことができる。臨地実

習が少なかった新卒助産師は精神的な負

担がかなり大きそうであった（臨床に出

たときの心の持ち方は学内実習とは異な

る）。 

3）課題

①人材・人員の確保、環境整備が困難

・シミュレーターが必要になる。

・シミュレーションを実施する上で人手が

必要になる。

・学校の偏り（プログラム群の施設体制や

シミュレーションに精通した教員の有無）

により結果に影響を生じる可能性がある

ので、教員のトレーニング、ガイドなどが

必要である。 

・シミュレーターがない分べん施設には、

（全助協等から）ファントームなどの貸

し出しがあるとよい。

②評価の難しさ

・直接介助がいつできるか分からないため、

例えば 3･7･10 例目にルーブリック評価

をするとしたら、1～3例がすべてシミュ

レーション、4～7例がすべてシミュレー

ションだった場合の 3 例目と 7 例目を評

価することになるかもしれない。ルーブ

リック評価は直接介助時がよいのではな

いかと思う。 

・中間評価にはバラつきがあることが予想

される。助産師の学生指導を見ていると

個々の学生のキャラクターに応じて指導

している。中間評価は教育プログラムの

評価ではなく、教育する側のフィードバ

ックとして使用するのがよいのではない

か。 

・ルーブリック評価の結果にばらつきが出

ないか、一律評価であることによって教

育機関間に差が明確になる。他校が入る

メリットもあり功罪両面ある。

・標準化された OSCEで評価すると教育機関

間での到達度の差が如実になる。大学ご

との実施・評価だと出口（到達度評価）も

ばらつく。功罪両面ある。 

・実習経験に拠らない標準的な OSCEの設定

が検討される必要がある。 

③臨床実習での応用の際に注意すべきこと

・実際に今後実習で運用していく場合、シ

ミュレーション事例を 10 例中どれくら

いまでにするかなど、今回の研究結果も

ふまえて検討が必要である。 

・正常分べんは直接介助にして、学生が関

わったハイリスクおよび異常分べんはシ

ミュレーションを利用して学ぶ、といっ

た住み分けをするようなイメージでシミ

ュレーション教育を取り入れていくこと

が重要ではないか。 

・この制度を便利に使われる可能性を防止

する策として、直接分べん介助以外の事

例の 1 例の内訳を明確にしておく必要が

ある。対象者と関わった時間はわかりや

すい基準になるが、関わった内容にも言

及していく必要があると思う。
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4）その他

・教育プログラムで実習した学生の卒後の

実践能力も検証していく必要があるので

はないか。

・今後はハイリスクが増加し、医師主導の

分べんになることが十分に予測される。

鉗子・吸引・帝王切開になり分べん介助が

できない場合でも、産婦にコミットする

態度は育成してほしい。

・帝王切開を見たことがないまま卒業する

のは困るが、分べん介助 10回に帝王切開

を含めるかどうかは判断できない。

・どうして帝王切開になったのかをアセス

メントすることが大切である。貴重な 1

例であり、症例をしっかり評価して 1 例

に含めるか、例えば 10例のうち帝王切開

を 1 例は含めてもよいなどにしてはどう

か。 

・ハイリスクに関しては現場に出てから学

ぶことは、多くの医師が同じ考えである。

学生のシミュレーションにハイリスクを

入れるのは難しい。現場で経験しながら

チーム医療の中で養っていくのがよいだ

ろう。メンタルヘルスも座学は必要だが

実習には求めない。医学生も座学のみで

その際には臨場感のあるような講義を行

っている。ＤＸ時代なのでＶＲなどを用

いると教育と臨床がシームレスになるだ

ろう。 

・分べん介助 10回は、エビデンスはないが

妥当だと決められた数だと考えられる。

シミュレーションとあわせた分べん介助

10 回ということになるのでよいと思う。

10回分べん介助しても入職してからもス

ーパーバイズを受けながらの分べん介助

は必要である。 

・少子化であっても今後も助産師の数は増

やした方がよい。このような教育プログ

ラムによって最低限の能力を保証する取

り組みは進めてほしい。 

D．考察 

１．本プログラムの学修効果への期待 

 助産師教育に関連する 4 つの職能団体よ

り 5 名、教育関係者から 1 名の助産師と医

師にヒアリングを行った。その結果、周産期

の現状からの教育プログラムの必要性、本

プログラムの学修効果、評価方法、現場（臨

床・養成校）へのメリットについて、多くの

肯定的な意見が聞かれた。 

本教育プログラム案は、設定したシナリ

オを用いたシミュレーションではなく、実

際に分べん第Ⅰ期を受持ち、実習時間等の

都合により分べん介助に至らなかったケー

スや、1 名の産婦を 2 名の学生で受け持っ

たため分べん介助できなかったケースなど、

学生が実際に分べん第Ⅰ期を受け持った事

例について、その後の分べん第Ⅱ期以降を

教員・指導者とともにシミュレーションす

るものである。本研究では、分べん第Ⅰ期に

産婦と実際に関わり、分べん進行状態の診
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断をはじめとする第Ⅰ期の助産診断能力と

助産ケア能力を習得することの重要性を考

慮して教育プログラム案の作成にあたった。

今回のヒアリングの対象者からも「10例介

助したからといって即一人前とはならな

い」、「分べん第 2期で 10例介助したとして

も技術的な到達度は決して十分とは言えな

い。むしろ第 1 期のアセスメントが重要」

と、本教育プログラム案の目指す方向性と

同様の意見が聞かれた。 

また実習では、分娩第Ⅰ期から産婦との

十分な関わりができ、助産過程を展開しな

がら受持ちを実施できていたとしても、実

習時間の都合等で分べん介助まで至ること

ができず、1 例にカウントされない場合が

度々ある。本プログラムでは、受持ちが終了

してから分娩第Ⅳ期までの状況を後日情報

収集し、その状況に従ってシミュレーショ

ンを行うため、分娩に至らなかった産婦の

事例を有効に活用して学修することができ

る。ヒアリングでも「実際に学生が関わった

異常分べんの症例に対して実習施設で実習

指導者とともに分べん介助シミュレーショ

ンによって振り返りをすることは非常に学

びが深いと考える」などの意見があった。ま

た、シミュレーションでは、学生のレジネス

や到達度に合わせて模擬的な環境を設定し、

繰り返し経験することができる。そして臨

床で実際に産婦と接するときと違い、その

場で振り返ることが可能であり、振り返り

にも十分に時間を取ることができる（阿部，

2013）。ヒアリングでも「分べん介助シミュ

レーションを使用することで、異常分べん

となって介助できなかった症例に対して落

ち込むのではなく、繰り返し振り返ること

で前向きにとらえられるようになり、より

成長できると考える」という意見もあり、本

プログラムは、実際に学生が分娩第Ⅰ期を

受持った事例を扱うことで、限られた教育

環境のなかで学修効果をあげるプログラム

として期待できると考える。 

２．プログラムの課題 

シミュレーションを行うにあたっては、

シミュレーターが必要となる。高額なシミ

ュレーターを確保できる教育機関は限られ

ているため、ファントームなど既存の物品

や設備で実施できるプログラムにする必要

がある。 

 また否定的な意見として、「産婦とのやり

取りや、思いやる心を育てることは臨床に

はかなわない」、「臨床で実習することで専

門職としての根本などを学ぶことができる」

というものがあった。令和 3年度に行った、

分べん介助技術能力修得に関する助産師学

校養成所のインタビュー調査においても、

COVID-19 感染拡大により臨地実習が十分

に実施できなかった際に行った学内演習で

は、個別性や状況に合わせた診断や技術、態

度、コミュニケーション力、そして専門職と

しての自覚、倫理観等の育成は難しいと認

識されていたと報告した（村上ら，2022）。
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本研究では「助産技術習得のための教育プ

ログラムの開発」ではあるが、助産師にとっ

て助産技術は、その根底に倫理的感応力（対

象となる人々の行為や言動の意味を心に感

じ、倫理的に応答する能力（「倫理的に応答

する」とは、対象とかかわる中で援助を必要

とするニーズを見極め、対象と情報を共有

しながら対象にとってより善い選択ができ

るように支援していくこと）があることを

必要としている（日本助産師会，2021）。本

研究の教育プログラムの評価に使用するル

ーブリックには、助産技術習得において、助

産実習に向き合う姿勢、対象および臨地実

習指導者との関わり、倫理観というような

情意領域も不可欠であると考え、「概略評価」

として評価項目に加えている。本教育プロ

グラムの評価を行うことによって、プログ

ラムの有効性に加え、臨地でなければ習得

できない助産技術やシミュレーション教育

の効果的な導入方法も明らかになることが

期待できると考える。 

D. 結論

ヒアリングの結果、作成した教育プログ

ラムは、助産技術習得のためのプログラム

として、おおむね妥当な内容であるとの評

価であった。 
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令和５年５月23日 

厚生労働大臣                                         
（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                      
                                           
                              機関名 神奈川県立保健福祉大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 村上 明美  
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名 地域医療基盤開発推進研究事業                          

２．研究課題名 今後の社会情勢や助産師の活躍の場の発展を見据えた技術教育の内容及び方法の確立の

ための研究                                   

３．研究者名  （所属部署・職名） 保健福祉学部・教授                      

    （氏名・フリガナ） 村上 明美・ムラカミ アケミ                  

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ
ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講  

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                   

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：               ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
 



 
令和５年３月３１日 

厚生労働大臣                                         
（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                      
                                           
                              機関名 国立大学法人大阪大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 大学院医学系研究科長 
                                                                                      
                              氏 名  熊ノ郷 淳        
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名 地域医療基盤開発推進研究事業                          

２．研究課題名 今後の社会情勢や助産師の活躍の場の発展を見据えた技術教育の内容及び方法の確立の

ための研究                                   

３．研究者名  （所属部署・職名）  医学系研究科保健学専攻・教授                              

    （氏名・フリガナ）  渡邊 浩子・ワタナベ ヒロコ                                

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ
ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
 



 
令和５年３月３１日 

厚生労働大臣                                         
（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                      
                                           
                              機関名 新潟青陵大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 木村 哲夫        
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名 地域医療基盤開発推進研究事業                          

２．研究課題名 今後の社会情勢や助産師の活躍の場の発展を見据えた技術教育の内容及び方法の確立の

ための研究                                   

３．研究者名  （所属部署・職名） 大学院看護学研究科・看護学部看護学科 教授                               

    （氏名・フリガナ） 渡邊 典子（ワタナベ ノリコ）                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ
ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
 



 
令和５年４月５日 

厚生労働大臣                                        
（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                      
                                           
                              機関名 神奈川県立保健福祉大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 村上 明美  
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名 地域医療基盤開発推進研究事業                          

２．研究課題名 今後の社会情勢や助産師の活躍の場の発展を見据えた技術教育の内容及び方法の確立の

ための研究                                   

３．研究者名  （所属部署・職名） 保健福祉学部看護学科・教授                  

    （氏名・フリガナ） 谷口 千絵・タニグチ チエ                  

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ
ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講  

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                   

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：               ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
 



 
令和５年３月３１日 

厚生労働大臣                                         
（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                      
                                           
                              機関名 甲南女子大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 秋元 典子          
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名 地域医療基盤開発推進研究事業                          

２．研究課題名 今後の社会情勢や助産師の活躍の場の発展を見据えた技術教育の内容及び方法の確立の

ための研究                                   

３．研究者名  （所属部署・職名）看護リハビリテーション学部・教授                                

    （氏名・フリガナ）浅見 恵梨子・アサミ エリコ                                  

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □  ■    □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ
ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
 



 
令和５年３月３１日 

厚生労働大臣                                         
（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                      
                                           
                              機関名 国立大学法人大阪大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 大学院医学系研究科長 
                                                                                      
                              氏 名  熊ノ郷 淳        
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名 地域医療基盤開発推進研究事業                          

２．研究課題名 今後の社会情勢や助産師の活躍の場の発展を見据えた技術教育の内容及び方法の確立の

ための研究                                   

３．研究者名  （所属部署・職名）  医学系研究科保健学専攻・教授                              

    （氏名・フリガナ）  松﨑 政代・マツザキ マサヨ                                

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ
ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
 



 

 
 

 

 

 

 

   

     

 

 
 

 

 

  

  

  

 

 

                  



 
令和５年３月３１日 

厚生労働大臣                                         
（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                      
                                           
                              機関名 国立大学法人 岡山大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名  那須 保友     
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名 地域医療基盤開発推進研究事業                          

２．研究課題名 今後の社会情勢や助産師の活躍の場の発展を見据えた技術教育の内容及び方法の確立の

ための研究                                   

３．研究者名  （所属部署・職名）岡山大学学術研究院保健学域                       

    （氏名・フリガナ）藤井 宏子・フジイ ヒロコ                                  

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ
ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
 



 
令和 5年 3月 31日 

厚生労働大臣                                         
（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                      
                                           
                              機関名 同志社女子大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 小﨑 眞     
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
１．研究事業名 地域医療基盤開発推進研究事業                          

２．研究課題名 今後の社会情勢や助産師の活躍の場の発展を見据えた技術教育の内容及び方法の確立の

ための研究                                   
３．研究者名  （所属部署・職名）  看護学部・教授                          

    （氏名・フリガナ）  眞鍋 えみ子（マナベ エミコ）                           

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ
ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 
 
 
 
 
 
 



 
令和 5年 3月 31日 

厚生労働大臣                                         
（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                      
                                           
                              機関名 同志社女子大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 小﨑 眞     
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
１．研究事業名 地域医療基盤開発推進研究事業                          

２．研究課題名 今後の社会情勢や助産師の活躍の場の発展を見据えた技術教育の内容及び方法の確立の

ための研究                                   
３．研究者名  （所属部署・職名）  看護学部・准教授                          

    （氏名・フリガナ）  和泉美枝（イズミ ミエ）                           

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ
ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 
 
 
 
 
 
 



 
令和 5年 3月 31日 

厚生労働大臣                                         
（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                      
                                           
                              機関名 同志社女子大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 小﨑 眞     
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
１．研究事業名 地域医療基盤開発推進研究事業                          

２．研究課題名 今後の社会情勢や助産師の活躍の場の発展を見据えた技術教育の内容及び方法の確立の

ための研究                                   
３．研究者名  （所属部署・職名）  看護学部・准教授                          

    （氏名・フリガナ）  宮川 幸代（ミヤガワ サチヨ）                           

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ
ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 
 



刊行物なし 


